
保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

1 保健医療総務課
令和３年度沖縄県訪問看
護支援事業

令和3年4月1日 12,713,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　県全体の訪問看護を統率する役割及び全県
的ネットワークを有することが必要とされ、ま
た、民間事業者への支援を含むため、公平・中
立的立場で業務を執行することが求められる。
沖縄県看護協会は、県内唯一の看護職者の
職能団体であり、当該事業を的確かつ効果的
に実施できる唯一の機関である。

特命随意契約

2 保健医療総務課
令和３年度沖縄県離島へ
き地の保健師確保対策事
業

令和3年4月1日 9,397,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　県全体の保健師を統率する役割及び全県的
ネットワークを有することが必要とされ、公平・
中立的立場で業務を執行することが求められ
る。沖縄県看護協会は県内唯一の看護職者の
職能団体で、保健師職能委員会において保健
師活動指針の活用・推進、各種講習会等を開
催するなど、当該事業を的確かつ効果的に実
施できる唯一の機関である。

特命随意契約

3 保健医療総務課
令和３年度沖縄県新人看
護職員多施設合同研修・
研修責任者等研修事業

令和3年4月1日 3,324,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　県全体の新人看護を統率する役割及び全県
的ネットワークを有することが必要とされ、民間
事業者への支援を含む業務である。公平・中
立的な立場での業務遂行が求められるため、
県内唯一の看護職者の職能団体である公益
社団法人沖縄県看護協会を選定した。

特命随意契約

4 保健医療総務課
令和３年度看護教員養成
講習会事業業務委託契約

令和3年4月1日 6,732,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　実習指導者講習会（特定分野を含む）事業を
的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一
の看護職の職能団体である公益社団法人沖
縄県看護協会のみであったため、契約の相手
方として選定した。

特命随意契約

5 保健医療総務課
令和３年度看護職の就労
環境改善支援事業業務委
託契約

令和3年4月1日 5,520,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　業務内容が全県的ネットワークを有すること
が必要とされ、県全体の医療機関を対象とし
て、看護職員の離職防止、復職支援が可能と
なるような多様な勤務形態の整備促進の役割
が必要とされ、民間医療機関への支援を含む
ため、公平・中立的立場で業務を執行すること
が求められる。公益社団法人日本看護協会を
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」
（平成４年法律第８６号）第１４条第１項の規定
により、平成５年１０月１２日沖縄県告示第７６
６号をもって、沖縄県ナースセンターとして指定
している。また、看護職の就労環境改善支援
事業を適切かつ効果的に実施できるのは、県
内唯一の看護職の職能団体である公益社団
法人沖縄県看護協会のみである。以上のこと
から、契約の相手方として選定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

6 保健医療総務課
令和３年度看護師等就労
促進事業業務委託契約

令和3年4月1日 13,797,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、保健師、助産師、看護師、准看護
師の未就業者に対する就業促進を目的として
いる。公益社団法人日本看護協会を「看護師
等の人材確保の促進に関する法律」（平成４年
法律第８６号）第１４条第１項の規定により、平
成５年１０月１２日沖縄県告示第７６６号をもっ
て、沖縄県ナースセンターとして指定しており、
看護師等就労促進に係わる事業は、平成元年
より同協会へ委託実施されている。よって、契
約の相手方として選定した。

特命随意契約

7 保健医療総務課
令和３年度潜在看護師の
再就職支援事業業務委託
契約

令和3年4月1日 9,456,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　業務内容が全県的ネットワークを有すること
が必要とされ、県全体の潜在看護師の把握と
雇用促進に役割があり、民間医療機関や施設
への支援を含むため、公平・中立的立場で業
務を執行することが求められる。公益社団法人
日本看護協会を「看護師等の人材確保の促進
に関する法律」（平成４年法律第８６号）第１４
条第１項の規定により、平成５年１０月１２日沖
縄県告示第７６６号をもって、沖縄県ナースセ
ンターとして指定している。また、潜在看護師
の再就職支援事業を適切かつ効果的に実施
できるのは、県内唯一の看護職の職能団体で
ある公益社団法人沖縄県看護協会のみであ
る。以上のことから、契約の相手方として選定
した。

特命随意契約

8 保健医療総務課
令和３年度専任教員再教
育事業業務委託契約

令和3年4月1日 1,242,000 沖縄県看護教育協議会
沖縄県与那原町字板良
敷１３８０－１

第167条の２
第１項第２号

　専任教員再教育研修事業を的確かつ効果的
に実施できるのは、県内唯一の看護教員の任
意団体である沖縄県看護教育協議会のみであ
ることから、契約の相手として選定した。

特命随意契約

9 保健医療総務課
助産師出向支援導入事業
業務委託契約

令和3年4月1日 2,101,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町字新川
272番地17

第167条の２
第１項第２号

　県内全ての周産期医療全体の現状把握や調
査分析を含んでおり、業務遂行において、県内
の看護を統率する役割や全県的ネットワークを
有している必要があること。また、民間の対象
施設の支援やマッチング業務を含み、公平・中
立的な立場での業務遂行が求められるため、
県内唯一の看護職者の職能団体であり、公益
社団法人沖縄県看護協会を選定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

10 看護大学 情報ネットワーク監視強化 令和3年4月1日 3,989,700

三井情報株式会社エン
ゲージメント営業グルー
プ広域第二営業本部西
日本第二営業部沖縄営
業室

沖縄県那覇市松山1丁目
1番19号JPR那覇ビル12F

第167条の２
第１項第２号

　本業務の履行にあたっては、本学ネットワー
ク環境の内容を十分に理解し、システムの専
門的知識を有することが必要不可欠であるた
め、本学ネットワーク設定及び保守管理を行っ
ている当該事業者でなければ業務の確実な履
行が望めない。
　本業務を他事業者が行った場合、障害発生
時の速やかな対応及び復旧が困難となり大学
運営に大きな支障を来す恐れがあるため。

特命随意契約

11 看護大学
教務支援システム保守管
理

令和3年4月1日 2,857,800
①代表者株式会社創和
ビジネス・マシンズ
②日本システム技術株式
会社

①沖縄県那覇市泉崎二
丁目23番2号
②大阪府大阪市北区中
之島２丁目３番18号

第167条の２
第１項第２号

　令和元年にシステム構築した新教育支援シ
ステムの保守業務であり、システムの専門的
知識を有することが必要不可欠であるため、シ
ステムの導入及び設定を実施した当該事業者
でなければ業務の確実な履行が望めない。
　本業務を他事業者が行った場合、障害発生
時の速やかな対応及び復旧が困難となり大学
運営に大きな支障を来す恐れがあるため。

特命随意契約

12 看護大学
情報ネットワーク機器関連
保守

令和3年4月1日 4,039,200

三井情報株式会社エン
ゲージメント営業グルー
プ広域第二営業本部西
日本第二営業部沖縄営
業室

沖縄県那覇市松山1丁目
1番19号JPR那覇ビル12F

第167条の２
第１項第２号

　本業務の履行にあたっては、システムの専門
的知識を有することや設定内容を十分に理解
していることが必要不可欠であるため、当該
ネットワークの整備及び設定を実施した上記事
業者でなければ、業務の確実な履行が望めな
い。
　また、本業務を他の事業者に委託した場合、
障害発生時の速やかな対応が難しく、事務に
支障が生じるおそれがあるため。

特命随意契約

13 看護大学
ソフトウェア（SPSS）
保守サービス契約

令和3年4月1日 1,367,520
日本アイ・ビー・エム株式
会社

東京都中央区日本橋箱
崎町19-21

第167条の２
第１項第２号

　ソフトウェア（SPSS）の専門的知識があるこ
と、また本ソフトウェアを開発している企業であ
り確実な履行が望めること、障害発生時の対
処やその際の管理責任の所在が明確になるこ
とから選定した。

特命随意契約

14 看護大学
定期刊行物冊子納入業務
契約（洋書）

令和3年4月1日 2,016,086
株式会社
紀伊國屋書店

福岡県福岡市博多区博
多駅南一丁目3番11号
ＫＤＸ博多南ビル6階

第167条の２
第１項第２号

　県内において安定した洋雑誌の取り扱いが
可能であることから選定した。

特命随意契約

15 看護大学
データベース
「CINAHL Complete」
利用契約

令和3年4月1日 1,689,600
エブスコインフォメーショ
ン　サービス　ジャパン

東京都中野区中野二丁
目19番2号中野第IOSビ
ル3階

第167条の２
第１項第２号

　契約企業でしか提供していないデーターベー
スの利用のため選定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

16 看護大学
ＥＳＣＯ事業設備に係る保
守・修繕管理業務

令和3年4月1日 4,466,000

①東芝インフラシステム
ズ株式会社沖縄支店
②みずほ東芝リース株式
会社
③新日本空調株式会社

①沖縄県那覇市久茂地
一丁目７番１号
②東京都港区虎ノ門一丁
目２番６号
③福岡県福岡市博多区
上呉服町１０番１号

第167条の２
第１項第２号

　該当設備の経年劣化や特殊な設備機器であ
ることからその保守には専門的知識を有してい
ること、補助金を活用した事業であることから
交付者との調整や実績報告の作成が不可欠
であるため当該事業者出なければ業務の確実
な履行が望めないため。

特命随意契約

17 看護大学
沖縄県立看護大学法人化
支援業務委託

令和3年4月1日 14,520,000
有限責任監査法人
トーマツ那覇事務所

沖縄県那覇市久茂地２丁
目９－７

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、令和４年４月から予定している公
立大学法人化に係る専門的な知見や他府県
における法人化支援実績に基づく助言等を委
託するものであり、昨年度から一貫した支援を
行う必要があるため、前年度契約した受託者
を契約相手方とした。
なお、令和２年度の業者選定にあたっては、公
募型プロポーザル方式を採用している。

特命随意契約

18 看護大学
沖縄県立看護大学業務基
幹システム構築業務

令和3年6月9日 35,507,890
パステムソリューソンズ株
式会社

鹿児島県鹿児島市錦江９
番２５号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により公募を行い、２者か
らの企画提案を受けた。
それぞれの企画提案内容等を選定委員会に
おいて審査したところ、左の社の提案は、シス
テムの利便性や他大学への導入実績が多い
点などにおいて評価が高く、総合得点でも最も
高得点であったため、契約の相手方として選定
した。

19 衛生環境研究所 アセチレンガス等単価契約 令和3年4月1日
単価契約

執行予定額；
\2,028,075

株式会社オカノ
沖縄県那覇市安謝1丁目
23番8号

第167条の２
第１項第２号

　取扱い業者が県内に2社のみであり、2社か
ら見積もりを徴収しようとしたところ1社につい
て取扱いできない物品が多く、契約を履行でき
る者が当該業者のみであるため契約の相手方
として決定した。

特命随意契約

20 衛生環境研究所
Agilent G6460A LC/MS
Triple Quad System
保守点検

令和3年4月1日 3,229,380
西川計測株式会社　沖縄
営業所

沖縄県那覇市久茂地1-
12-12ニッセイ那覇セン
タービル6Ｆ

第167条の２
第１項第２号

　この保守点検の対象機器（LC-MS/MS）は、
精密分析機器であり、その保守点検には製造
者の技術を要するため、製造者であるアジレン
ト・テクノロジー株式会社の部品及びサポート
商品（保守点検サービス）の県内唯一の販売
店である西川計測株式会社沖縄営業所を契約
の相手方として選定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

21 衛生環境研究所
令和３年度タイワンハブ探
索犬の育成業務

令和3年4月23日 2,398,000
株式会社
南西環境研究所

沖縄県西原町字東崎4-4
第167条の２
第１項第２号

　株式会社南西環境研究所は、令和元年度タ
イワンハブ探索犬の育成業務及び令和２年度
タイワンハブ探索犬の育成業務にて基礎的な
訓練と野外での探索経験を有した個体（犬）を
所有しており、今年度の目的を達成するために
この個体を継続して使用することが必要なた
め。

特命随意契約

22 北部保健所
宿泊療養施設運営委託契
約

令和3年4月1日 245,133,350
株式会社
ピースアイランド名護

沖縄県名護市城２丁目11
番６号

第167条の２
第１項第２号

　県内における新型コロナウイルス感染症患
者の増加が懸念される中で、北部圏域におい
ても令和２年度に引き続き宿泊療養施設を設
置する必要があった。そのため、北部保健所と
の間で令和２年10月８日から令和３年３月31日
まで宿泊療養施設の運営を担った実績があ
り、 (株)ピースアイランド名護の同系列(株)
ピース企画でも宮古保健所との間で新型コロ
ナウイルス感染症患者の宿泊療養施設の運
営業務を担っている実績があること、「ホテル
ピースアイランド名護」のホテルの構造等につ
いて医師が確認し、厳格な管理が必要とされる
感染症患者の療養に適した施設と判断し、そ
の他の候補ホテルと比較しても最も療養に適し
ていると判断した実績があるため契約相手とし
て決定した。

特命随意契約

23 北部保健所
感染性廃棄物の処理委託
契約

令和3年4月1日 2,548,260
沖縄県医療廃棄物事業
協同組合

沖縄県名護市城２丁目11
番６号

第167条の２
第１項第６号

　北部圏域の新型コロナウイルス感染症の宿
泊療養施設から排出される感染性廃棄物の処
理委託契約について、令和２年度に契約を
行った当該業者は宿泊療養施設の廃棄物保
管場所や回収方法を熟知しており、令和３年度
も当該業者と契約を行うことにより履行期間の
短縮となり契約機会を失う恐れが無く、また他
社と見積書を比較しても最も安価であったため
契約相手として決定した。

24 北部保健所
新型コロナウイルス感染症
における宿泊宿泊療養施
設への看護師派遣委託

令和3年4月1日 11,348,000
株式会社
ナースパワー人材セン
ター

沖縄県那覇市おもろまち
１丁目３番31号

第167条の２
第１項第５号

　北部圏域の新型コロナウイルス感染症の宿
泊療養施設で勤務する看護師を確保する必要
があるなか、北部保健所採用の任期付職員等
だけでは、医療従事者の需要の高まりや地域
性により必要人員数確保が困難であったた
め、沖縄県（本庁）との契約実績を有しており
看護師の人材確保を継続的、安定的に見込め
る当該業者を契約相手として決定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

25 宮古保健所
宿泊療養施設運営委託契
約

令和3年4月1日 159,127,650
株式会社
ピースアイランド宮古島

沖縄県宮古島市平良字
西里310

第167条の２
第１項第５号

　本契約については、新型コロナウイルス感染
症軽症者が療養するための宿泊施設の運営
委託である。新型コロナウイルス感染症の患
者は継続的に発生しており、対応には急を要
することから、実績のある当該業者を昨年度に
引き続いて選定した。

特命随意契約

26 宮古保健所
宿泊療養施設食事調達委
託単価契約

令和3年4月1日 7,609,140
株式会社
ピースアイランド宮古島

沖縄県宮古島市平良字
西里310

第167条の２
第１項第５号

　本契約については、新型コロナウイルス感染
症軽症者用宿泊療養所に入所する患者および
勤務職員への食事の調達である。対応には急
を要することから、宿泊施設運営業者を契約相
手として選定した。

特命随意契約

27 宮古保健所
産業廃棄物収集・運搬及び
処分委託契約（単価契約）

令和3年4月1日 2,000,000
有限会社
環境クリーン開発

沖縄県宮古島市伊良部
字長浜1360番地12

第167条の２
第１項第５号

　本契約については、新型コロナウイルス感染
症軽症者用宿泊療養所にて排出された感染性
の廃棄物を運搬・処分するものである。緊急に
対応する必要があったため、感染性廃棄物収
集運搬・処分の許可を受けた島内唯一の業者
を選定した。

特命随意契約

28 八重山保健所
宿泊療養施設の運営委託
業務

令和3年4月1日 138,950,550
有限会社
マイトゥ

沖縄県那覇市宇栄原1丁
目1番10号

第167条の２
第１項第５号

　①(有)マイトゥは、令和2年度から宿泊療養施
設の運営委託業務を受託していたこと。
　②新型コロナの感染拡大に伴う医療施設の
病床確保のために、早急かつ継続的に宿泊療
養施設を確保する必要があること。

特命随意契約

29 八重山保健所
宿泊療養施設における健
康管理等委託業務

令和3年4月1日 15,977,000
株式会社
ケアアテンドTettoMe

沖縄県石垣市字登野城
551番地伊良部ビル301

第167条の２
第１項第５号

　①（株）ケアアテンドTettoMeは、令和2年度か
ら宿泊療養施設における健康管理業務等を
行っていること。
　②新型コロナの感染拡大に伴う医療施設の
病床確保のために、早急かつ継続的に宿泊療
養施設を確保する必要があり、またそれと同様
に、宿泊療養施設における入所者への健康観
察等業務も早急かつ継続的に行う必要がある
こと。
　③県全体でも看護師の人材が不足するな
か、同社では看護師複数名の対応が速やかに
可能なこと。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

30 八重山保健所
宿泊療養施設における消
毒等業務委託

令和3年6月4日 7,041,264
有限会社
海邦ビル管理

沖縄県石垣市字石垣
488-3

第167条の２
第１項第５号

　①令和3年5月からの新型コロナの感染拡大
を受けて、それまでの県職員による消毒業務
から専門業者へ業務委託することで、宿泊療
養施設の入所者の受け入れの速度を、至急加
速させる必要があること
　②業務の性質上、専門的な知見と手法を有
していて、施行実績があり、かつ早急に対応で
きる業者であることが必要なこと
　③八重山管内にほかに対応できる業者がい
ないこと

特命随意契約

31 医療政策課
令和３年度専門医派遣巡
回診療支援事業

令和3年4月1日 32,366,134
公益社団法人
地域医療医振興協会

東京都千代田区平河町２
丁目６番３号

第167条の２
第１項第２号

　地域医療振興協会は、へき地医療に従事す
る医師を養成するために各都道府県の出資に
より創設された自治医科大学の卒業生が中心
となって設立された公益法人である。
　同協会は、へき地医療のエキスパートである
医師間の全国的なネットワークを持ち、離島・
へき地の医療機関のニーズに応じた診療支援
に対応できる能力を有していることから、本事
業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体
である。

特命随意契約

32 医療政策課
令和３年度離島巡回診療
ヘリ等運営事業

令和3年4月1日 34,156,608
公益社団法人
地域医療医振興協会

東京都千代田区平河町２
丁目６番３号

第167条の２
第１項第２号

　地域医療振興協会は、へき地医療に従事す
る医師を養成するために各都道府県の出資に
より創設された自治医科大学の卒業生が中心
となって設立された公益法人である。
　同協会は、へき地医療のエキスパートである
医師間の全国的なネットワークを持ち、離島・
へき地の医療機関のニーズに応じた診療支援
に対応できる能力を有していることから、本事
業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体
である。

特命随意契約

33 医療政策課
令和３年度沖縄県北部及
び離島地域の歯科衛生士
確保実証事業業務委託

令和3年4月1日 2,590,755
一般社団法人
沖縄県歯科医師会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川218番地１

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、平成30年度から事業を開始した。
内容は、歯科衛生士養成校の学生や北部、宮
古、八重山の歯科診療所に対する事業の周
知、就業した歯科衛生士や就業先の歯科診療
所に対し、現状や課題等を調査・把握する必要
がある。
　これらの取組を歯科医師や歯科衛生士を構
成員とする沖縄県歯科医師会へ委託して実施
することが適切だと考え、契約の相手方として
選定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

34 医療政策課 子ども医療電話相談事業 令和3年4月1日 16,330,000
一般社団法人
沖縄県医師会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川２１８－９

第167条の２
第１項第２号

　本業務を実施するに当たっては、専門性の高
い相談に対応できる小児科医等の相談員を確
保でき、県内の小児救急医療機関との連携体
制を有し、各医療圏ごとの小児救急医療体制
に精通していることが必要である。また、電話
相談の内容を分析し、今後の県内における保
護者への啓発活動に繋げることが効果的であ
る。
　これらの条件を満たし、本事業の相談機能の
質を確保し、かつ効果的に実施できる者は県
内では沖縄県医師会の他にはない。

特命随意契約

35 医療政策課 子ども医療電話相談事業 令和3年4月1日 12,367,575
ティーペック
株式会社

東京都台東区上野五丁
目６番10号

第167条の２
第１項第２号

　令和２年度契約時に公募型プロポーザル方
式により、企画提案内容、業務スケジュール、
実績・組織体制、見積書を総合的に評価し、選
定した。
　令和４年度までは、前年度の履行が適当と認
められれば同者と随意契約を行う。
※県医師会が実施できない時間帯の相談業務
を委託。

特命随意契約

36 医療政策課
令和３年度年度周産期救
急対応者育成事業

令和3年4月1日 7,992,000 沖縄県病院事業局
沖縄県那覇市泉崎１丁目
２番２号

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県において、産科救急対応研修
（ALSO、BLSOプロバイダーコース）を本島全域
において実施できるのが、沖縄県病院事業局
のみであるため、契約の相手方とした。

特命随意契約

37 医療政策課
広域災害救急医療情報シ
ステム利用契約

令和3年4月1日 5,280,000
株式会社
エヌ・ティ・ティデータ

東京都江東区豊洲三丁
目3番3号

第167条の２
第１項第２号

　厚生労働省医政局長通知「災害時における
医療体制の充実強化について」より、都道府県
が導入に努めるとされる広域災害救急医療情
報システムは、NTTデータが開発、管理運用し
ているインターネット上のシステムであり、使用
するにはNTTデータよりIDとパスワードを付与
されなければならない。
　また、上記の通知のみならず、災害対策基本
法等に基づく厚生労働省防災業務計画におい
ても、都道府県は本システムにより災害時情報
網を整備することとされており、全都道府県が
導入している。
　以上により、本件で扱う業務の特殊性の観点
から、契約を履行できる者が特定されるため、
随意契約とする。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

38 医療政策課
沖縄県医療勤務環境改善
支援センター運営業務委
託契約

令和3年4月1日 5,827,844
沖縄県社会保険労務士
会

沖縄県那覇市前島２－12
－12　セントラルコーポ兼
陽205号室

第167条の２
第１項第２号

　業務内容が医療機関の管理者等に対し、労
務管理や医業経営の分野から医療従事者の
勤務環境改善に向けた必要な支援を行うこと
となっており、当該業務を適切、公正かつ中立
に実施することが求められる。
　沖縄県社会保険労務士会は、全国社会保険
労務士会連合会を組織する都道府県社会保
険労務士会のひとつであり、これまでも公益的
な団体として厚生労働省沖縄労働局の委託事
業である「働き方改革推進支援事業」などを実
施している。
　また、平成26年から医療労務コンサルタント
を養成し、沖縄県医療勤務環境改善支援セン
ターの医療労務管理アドバイザーを担っている
ことから、当該事業を適切に実施できる唯一の
機関であることから契約の相手方として選定し
た。

特命随意契約

39 医療政策課
令和３年度医療機能の分
化連携推進事業業務委託

令和3年5月6日 6,000,000
一般社団法人
沖縄県医師会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川２１８－９

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、医療機関から診療情報等を収集
し、調査･分析を行い、その調査結果を医療機
関等に周知することで必要とされる医療機能
の充実を促進することを目的としており、実施
にあたっては、地区医師会等の関係団体や有
識者の助言を踏まえて行う必要がある。一般
社団法人沖縄県医師会は、地区医師会をはじ
めとする医療等関係団体とのネットワークを有
し、所属する医師の専門的な見識を得ることが
できるため、当該業務を適正かつ効果的に実
施できる唯一の団体である。

特命随意契約

40 医療政策課
医療機能可視化システム
運営事業

令和3年6月21日 1,177,000 株式会社アシスト
東京都千代田区九段北
四丁目二番一号

第167条の２
第１項第２号

　当該業務は、主に二次医療圏ごとの病床機
能報告制度の集計データ、その他各医療機関
の医療機能を示すデータを整理・加工・分析す
るためのシステムを運用する事業である。ま
た、同システム運用にあたっては専門的な知
識及びノウハウが必要であることから、平成28
年度の導入時に企画提案公募により委託業者
を株式会社アシストに決定したものである。
　なお、株式会社アシストは、平成28年度のシ
ステム導入以降、適正に事業を遂行しており、
令和２年度のシステム運営に関しても、同社が
システムの保守・開発に必要不可欠なノウハ
ウ等を有していると認められる。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

41 医療政策課
令和３年度県立病院専攻
医養成事業

令和3年4月1日 354,307,668 沖縄県病院事業局
沖縄県那覇市泉崎1丁目
2番2号

第167条の２
第１項第２号

　離島へき地に中核病院や診療所を有し、長
年にわたって当該病院等へ医師を派遣してき
た実績により、派遣された医師によるフィード
バックを踏まえた臨床研修を行うことができ、
離島へき地医療における高い見識を持った医
師の養成を行うことが可能である。また、離島
へき地に中核病院等を有していることから、日
頃から当該地域の医療に携わり、医療ニーズ
を踏まえたうえで、養成後の派遣を円滑に行え
ることが期待できるため。

特命随意契約

42 医療政策課
令和３年度県立病院医師
研修派遣事業

令和3年4月1日 269,482,220 沖縄県病院事業局
沖縄県那覇市泉崎1丁目
2番2号

第167条の２
第１項第２号

　本事業を円滑に行うためには、対象となる医
師が所属している研修病院、及び北部・離島に
おける県立病院・診療所と緊密な連携を取り合
える体制が必要不可欠であるが、これらの病
院は沖縄県病院事業局の一組織であるため、
病院事業局にて行った方が効率的であるた
め。

特命随意契約

43 医療政策課
心不全に係る地域連携体
制構築事業委託

令和3年4月1日 5,000,000
一般社団法人
沖縄県医師会

沖縄県南風原町字新川
218-9

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、地域のかかりつけ医等を対象とし
た心不全管理に関するテキストの作成、各地
域での研修会等を開催する必要があり、各地
域の医療関係者や有識者の助言を踏まえて事
業を実施する必要がある。
　一般社団法人沖縄県医師会は、地区医師会
をはじめとする地域の医療等関係団体との
ネットワークを有し、所属する医師の専門的な
見識を得ることができるため、当該業務を適正
かつ効果的に実施できる唯一の団体である。

特命随意契約

44 医療政策課
県医療提供体制協議会部
会等運営事業

令和3年4月1日 1,400,000
一般社団法人
沖縄県医師会

沖縄県南風原町字新川
218-9

第167条の２
第１項第２号

　県医療提供体制協議会や地区医療提供体
制協議会、沖縄県循環器病対策協議会の会
議運営に当たっては、県内の医療関係に関す
るデータや取組状況を把握している必要があ
り、沖縄県医師会の有する知見等が必要不可
欠である。
　また、昨今のコロナウイルス感染拡大におい
て、ＷＥＢ会議等を積極的に活用する必要が
あり、医師会の有するＷＥＢ会議用設備及び
医療機関とのネットワークの活用が必要不可
欠であるため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

45 医療政策課
医療機能調査集計業務委
託

令和3年5月7日 1,134,650
株式会社
システック沖縄

沖縄県那覇市泊３丁目15
番５号

第167条の２
第１項第２号

　本業務は、医療計画の中間評価に活用する
ための調査であり、医療機関からの回答を短
期間で正確に集計する必要がある。また、調
査の回答率向上が課題となっているため、調
査の改善を図りつつ、円滑に実施するため、昨
年度業務を受託した実績のある事業者を契約
の相手方とした。

特命随意契約

46 医療政策課
公立北部医療センター整
備基本計画策定等支援業
務

令和3年4月13日 37,400,000
株式会社
システム環境研究所福岡
事務所

福岡県福岡市博多区千
代４丁目30番２号

第167条の２
第１項第２号

　公募型プロポーザル方式により広く公募を
行ったところ１社から応募があった。企画提案
内容等を審査委員会において審査の上、左の
社を契約の相手方として選定した。

47 医療政策課
へき地医療支援機構運営
事業

令和3年4月1日 50,113,000
公益社団法人
地域医療振興協会

東京都千代田区平河町
２丁目６番地３号

第167条の２
第１項第２号

　全国的に病院運営を展開し、医師確保に秀
でた「公益社団法人地域医療振興協会」に委
託。
①　へき地医療の充実を目的に設立され、主
に全国のへき地で活動を行っている団体であ
り、同様の規模で同様の活動を行っている団
体は、他には確認できない。
②　へき地医療に従事することを希望する医師
等を募集し、医師確保が困難な医療施設との
マッチングを全国的に行っている。
③　へき地等への協会外施設に対しての長期
および短期の医師派遣事業を行っている。
等の理由により、沖縄県の離島及びへき地に
おける医師の不足している医療機関への医師
派遣及び広域的なへき地医療支援事業を行う
ことができると考えられる。よって当該協会は
へき地医療支援機構運営事業を的確かつ効
果的に実施できる唯一の機関である。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

48 医療政策課
沖縄県女性医師等就労支
援窓口事業

令和3年4月1日 4,380,000
一般社団法人
沖縄県医師会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川２１８－９

第167条の２
第１項第２号

　一般社団法人　沖縄県医師会は、医道の高
揚、医学医療の発達普及と公衆衛生の向上を
図り、もって社会福祉を増進することを目的と
する公益的な団体であり、医療機関の情報収
集については、一部の医療機関に偏ることな
く、公平・中立的立場で情報収集が行えるとと
もに、県内に有する地区医師会との連携のもと
幅広い地域から情報を収集することが可能で
ある。
　また、平成22年４月１日付けで職業紹介を行
うことができる事業者として認められている。
　そして、女性医師支援等のため、平成19年８
月から女性医師部会を設けて仕事と家庭の両
立に向けた活動を行っており、実際に育児と医
師の仕事の両立を行っていた（いる）当該部会
の女性医師から育児と仕事の両立を行うため
の助言を受けることが可能である。
　これらの理由から、沖縄県医師会は、当該事
業を適正かつ効果的に実施できる唯一の団体
である。

特命随意契約

49 医療施設課 「V-CUBE」利用契約 令和3年4月1日 4,049,760
株式会社
ブイキューブ

東京都目黒区上目黒２丁
目１番１号

第167条の２
第１項第２号

　VCUBEは、離島診療所及び県立病院を結ぶ
ウェブ会議サービスであり、離島診療所の情報
格差是正及び離島診療所勤務医師の支援を
目的として、平成２３年度から導入している。
　ウェブ会議は、既存のネットワークの中で利
用されることから、サービス提供者が変わった
場合、システムの安定性が損なわれるおそれ
がある。よって、業務の特殊性と継続性の観点
から、当該業者が契約の相手方として選定さ
れる。

特命随意契約

50 医療政策課
沖縄県離島・へき地遠隔医
療支援情報システム管理
業務委託

令和3年4月1日 17,688,000
株式会社
リウコム

沖縄県那覇市久茂地１丁
目７番１号

第167条の２
第１項第２号

　本システム上では患者の個人情報等重要な
データが扱われている。競争入札をした場合、
ネットワークの安定性が損なわれるおそれが
ある。
　契約相手方は、本システムの構築及びその
後の運用も継続して行ってきており、本システ
ムに長年携わりその全般について熟知し、業
務を遂行している社員及び技術を保持してい
る。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

51 医療政策課
沖縄県地域医療支援セン
ター運営事業

令和3年4月1日 139,590,000
国立大学法人
琉球大学

沖縄県中頭郡西原町字
千原１番地

第167条の２
第１項第２号

　琉球大学は、沖縄において医師を養成する
唯一の教育機関であるとともに、附属病院を通
じて長年に渡り離島・へき地の医療機関に医
師を供給し続けており、地域医療に従事する医
師のキャリア形成と離島・へき地における医師
確保支援の両面の実績を持つ。
また、その長年の実績により県内の医療機関
等との強固なネットワーク・信頼関係が構築さ
れていることから、本事業を的確かつ効果的に
実施できる唯一の団体である。

特命随意契約

52 健康長寿課
がん医療連携体制推進事
業
（がん患者等支援事業）

令和3年4月1日 9,200,000
国立大学法人
琉球大学

沖縄県中頭郡西原町字
知原１番地

第167条の２
第１項第２号

　本業務の委託内容は、がん患者等への支援
として、がん情報提供体制の強化を図るため
の取り組みであり、がん患者等支援に必要な
専門的知識を要するため、契約を履行できる
者が特定される性質を有している。
　琉球大学病院は、国から「都道府県がん診療
連携拠点病院」に指定され、がん患者関係者、
医療従事者の代表等で構成される「沖縄県が
ん診療連携協議会」を設置する等、本県のが
ん医療の中心的役割を担っている。同協議会
では相談支援センターの医療ソーシャルワー
カーを中心とした相談支援部会を下部組織に
置き、相談技術向上のための研修等について
豊富な知識・経験を持つことから、本業務を遂
行する能力を有している。また、県内に同等の
機能を持つ機関は存在しない。
　以上により、本業務の目的及び性質から、契
約を履行できるのは琉球大学病院に特定され
るため、選定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

53 健康長寿課

がん医療連携体制推進事
業
（地域統括相談支援セン
ター事業）

令和3年4月1日 8,800,000
国立大学法人
琉球大学

沖縄県中頭郡西原町字
知原１番地

第167条の２
第１項第２号

　本事業の目的は、がんピアサポーターによる
相談業務などをとおし、がん患者個人に対する
支援と併せて、相談体制の強化及び関係機関
との連携強化を図ることである。事業は委託に
より実施するが、受託者には、がん診療やが
ん対策に対する専門知識と、関係機関との連
携を図る調整能力が求められる。
　琉球大学病院は、厚生労働省から「都道府
県がん診療連携拠点病院」に指定されている。
　都道府県がん診療連携拠点病院とは、
　・専門的ながん医療
　・地域のがん診療の連携協力体制の構築
　・がん患者に対する相談支援及び情報提供
等
などを行う、地域におけるがん診療の核となる
医療機関であり、各都道府県に一つ指定され
ている。指定にあたっては厚生労働省が定め
る要件を満たす必要があり、同病院は県内で
唯一、「都道府県がん診療連携拠点病院」に指
定された医療機関である。
　以上、事業の目的の特殊性（がん患者支援
及び関係機関との連携体制構築）を踏まえ、当
該業務を受託できるのは「都道府県がん診療
連携拠点病院」の指定を受けた琉球大学病院
のみであることから、選定した。

特命随意契約

54 健康長寿課
令和３年度飲食店受動喫
煙対策状況調査委託

令和3年5月6日 1,490,000
一般社団法人
沖縄県食品衛生協会

沖縄県浦添市経塚720番
地

第167条の２
第１項第２号

　今回の委託業務は、飲食店の管理権原者に
対し受動喫煙対策の周知及び調査を行い必要
な指導に繋げることを目的としており、沖縄県
食品衛生協会は食品衛生指導員780人余を擁
し、飲食店に対する指導力は最大であり、当該
事業を適切に実施できる唯一の法人であるた
め、契約の相手方として選定した。

特命随意契約

55 健康長寿課
令和３年度受動喫煙対策
推進事業

令和3年6月8日 9,226,000 沖縄広告株式会社
沖縄県那覇市天久２丁目
７番７号

第167条の２
第１項第２号

　プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ10社から応募があった。それぞれの企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
ころ、左の社の提案はテレビコマーシャルを活
用した周知に関する企画提案が優れているこ
とから特に評価が高く、総合得点でも最も高得
点であったため、契約の相手方として選定し
た。



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

56 健康長寿課
令和３年度がん検診充実
強化促進事業

令和3年4月1日 16,893,000
一般社団法人
沖縄県医師会

沖縄県南風原町字新川
218-9

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、がん検診の実施体制を充実する
ため、検診機関（医療機関）における実態を把
握し、改善に向けた助言等を行うとともに、が
ん検診従事者の人材育成やがん検診の普及
啓発を行い、受診率向上に取り組むものであ
る。
　検診機関（医療機関）におけるがん検診の実
施体制を把握するにあたっては、 専門技術的
な項目を確認する必要があり、それらの項目
が遵守されているかを判断することができる体
制を有する機関が適切である。
　また、医療機関の管理者である医師に、効果
的ながん検診の実施について助言等を行うこ
とから、医師等に助言等を行うことができる機
能、組織体制を有している機関と連携して取り
組む必要がある。
　当該機関は、専門医等（外科会や消化器内
視鏡会）を含め約800の医療機関の医師を会
員としていることから、本事業に係る講師選定
や検診現場に適した効果的な研修、検診機関
への効果的な助言等を実施することができる
技術や機能、組織体制を有している。
　以上のことから、本事業の目的を最大限に達
成することができる機能及び組織体制を有す
る当該機関と随意契約を行うものである。

特命随意契約

57 健康長寿課
令和３年度みんなでヘルス
アクション創出事業

令和3年4月1日 17,700,000 丸正印刷株式会社
沖縄県中頭郡西原町小
那覇1215番地

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、前年度に実施したプロポーザル
審査により、令和３年度へ後続する一連の業
務として認めれたものである。経済的かつ効率
的な業務管理を行うため、前年度業務の履行
実績や成果物の後年度への活用等を勘案し、
令和２年度に選定した左の受託者と継続して
契約するものである。

特命随意契約

58 健康長寿課
令和３年度沖縄県食育実
践環境創出業務

令和3年4月15日 3,500,000 丸正印刷株式会社
沖縄県中頭郡西原町小
那覇1215番地

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、前年度に実施したプロポーザル
審査により、令和３年度へ後続する一連の業
務として認めれたものである。経済的かつ効率
的な業務管理を行うため、前年度業務の履行
実績や成果物の後年度への活用等を勘案し、
令和２年度に選定した左の受託者と継続して
契約するものである。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

59 健康長寿課
次世代の健康教育推進事
業

令和3年4月1日 11,455,000
一般社団法人沖縄県医
師会

沖縄県島尻郡南風原町
新川218-9番地

第167条の２
第１項第２号

　本事業において平成26年度から学校現場で
活用されている次世代の健康づくり副読本の
学習効果をより高めるために改訂および映像
教材の作成を行う。この点につき円滑な事業
実施が期待できるものは副読本作成に携わ
り、その内容や主旨を熟知した県医師会のみ
である。

特命随意契約

60 健康長寿課
令和３年度親子で歯っぴ～
プロジェクト(5歳児版)

令和3年4月8日 10,993,000
公益社団法人沖縄県小
児保健協会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川218番地11

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、５歳児を対象として、就学前健診
等での歯科保健指導内容の標準化をすすめる
とともに、モデル市町村での取り組みを行い効
果検証を実施するものである。
　県内市町村の乳幼児健診を受託実施してい
る公益社団法人沖縄県小児保健協会に本事
業を委託実施することで、その調整機能や人
脈を活かしてモデル市町村での就学前健診へ
地域活動歯科衛生士の円滑な派遣が期待で
きるとともに、乳幼児健診での歯科保健指導内
容と繋がった指導実施が可能となる。また、公
益社団法人沖縄県小児保健協会と市町村、医
師・保健師等の多職種との連携を活かして事
業の効果等についても効果的に普及できるこ
とが期待できる。あわせて前身事業の「親子で
歯っぴ～プロジェクト」の事業遂行の経験を活
かして、就学時健診等での歯科保健指導内容
の標準化推進に伴う媒体作成にかかる作業
や、モデル市町村での取組、歯科健診結果等
の集計・分析を円滑に効率よく実施することが
可能となる。これらの理由により公益社団法人
小児保健協会以外に本事業を効果的かつ適
切に実施できる者はいない。

特命随意契約

61 健康長寿課
令和３年度出前・歯と口の
健康講座事業

令和3年5月6日 1,100,000 沖縄県歯科衛生士会
沖縄県島尻郡南風原町
字荒川218番地1

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、対象が広域にまたがり、専門的な
歯科保健指導が実施可能な歯科専門団体で
あることが求められる。下記(1)～(3)等の理由
により、沖縄県歯科衛生士会は本事業を的確
かつ効率的に実施できる団体である。
(1)歯科衛生士は、歯科疾患の予防及び口腔
衛生の向上を図る（歯科衛生士法第1条）こと
を目的として、人々の歯・口腔の健康づくりを
サポートする国家資格の専門職であり、沖縄
県歯科衛生士会は県内唯一の歯科衛生士の
職能団体である。(2)歯科衛生士には、歯科予
防処置、歯科診療の補助、歯科保健指導の３
つの業務が歯科衛生士法に定められており、
歯科保健指導が業務委託内容に該当する。(3)
沖縄県歯科衛生士会には、県内各地の歯科
衛生士が会員として所属している。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

62 地域保健課
令和３年度熱中症予防啓
発期間広報事業委託

令和3年5月12日 1,500,000
株式会社
アドスタッフ博報堂

沖縄県那覇市久茂地3丁
目17-5

第167条の２
第１項第２号

　熱中症予防対策等について最大限の広報効
果を発揮するため、プロポーザル方式により広
く公募を行ったところ、5社から応募があった。
それぞれの企画提案内容等を選定委員会に
おいて審査したところ、左の社の提案は各広報
媒体の効果的な活用に優れ、最も高得点で
あったため契約の相手方として選定した。

企画競争型随
意契約

63 地域保健課
令和３年度沖縄県臓器移
植連絡調整者設置事業業
務委託

令和3年4月1日 3,264,000
公益社団法人
沖縄県保健医療福祉事
業団

沖縄県浦添市沢岻二丁
目23番1号

第167条の２
第１項第２号

　平成11年度から「沖縄県臓器移植連絡調整
者設置事業実施要綱」により臓器移植連絡調
整者を設置し、臓器移植の円滑な実施を図っ
ている。
　本事業は公益性の高い事業であるため、平
成20年度から(公財)沖縄県保健医療福祉事業
団に臓器移植部門を創設し、臓器移植連絡調
整者を配置している。
　上記要綱の要件を満たし、確実に業務遂行
できる唯一の事業者であることから、（公財）沖
縄県医療福祉事業団を委託先に選定した。

特命随意契約

64 地域保健課
子どもの心の診療ネット
ワーク事業業務委託

令和3年4月1日 5,839,000
独立行政法人
国立病院機構琉球病院

沖縄県国頭郡金武町字
金武7958-1

第167条の２
第１項第２号

　本事業の実施には、子どもの心の問題を専
門的に診療できる児童精神科医が在籍し、か
つ心理士等のスタッフも充実しており、十分な
診療体制を有する医療機関への委託が必要と
なる。
　県内で児童精神科医が複数常勤し、かつ十
分な診療体制を有するのは、琉球病院のみで
あることから、当該事業を円滑に遂行していく
ため、上記相手方と随意契約を行う。

特命随意契約

65 地域保健課
沖縄県小児慢性特定疾病
児自立支援事業に係るピ
アカウンセリング業務

令和3年4月1日 1,712,000
NPO法人
こども医療支援わらびの
会

沖縄県南風原町字新川
272-16

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、小児慢性特定疾病児童及びその
保護者に対するピアカウンセリングの相談経
験を有し、且つ新たなピアサポーターの育成に
取り組んでいる団体に委託することが望まし
い。
　県内においてピアカウンセリング活動を行っ
ている、又はこれから行おうとしている団体と
のネットワークを県全域に確立しており、かつ
自らも同様の活動を行っている団体はNPO法
人わらびの会のみであることから、当該事業を
円滑に遂行していくため、上記相手方と随意契
約を行う。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

66 地域保健課
沖縄県小児慢性特定疾病
児童等自立支援員による
支援事業業務委託

令和3年4月1日 3,346,000
特定非営利活動法人
アンビシャス

沖縄県那覇市牧志3丁目
24番29号グレイスハイム
喜納2　1階

第167条の２
第１項第２号

　NPO法人アンビシャスは、保健師等有資格の
相談支援員を配置し、難病患者家族等への相
談支援や就労支援の実績がある唯一の事業
者である。
　小児慢性特定疾病児童等ついては、成人後
に難病患者へ移行するケースもあり、児童の
円滑な自立・就労を目的とする当該事業の的
確かつ効果的な実施のため、上記相手方と随
意契約を行う。

特命随意契約

67 地域保健課
令和３年度沖縄県精神科
救急医療体制業務委託
（相談業務）

令和3年4月1日 15,174,000
沖縄県精神保健福祉協
会

沖縄県南風原町宮平
212-3

第167条の２
第１項第２号

　当該委託先は、沖縄県全域における精神障
害者の福祉増進、精神保健の知識の普及等、
県民の精神保健福祉の向上を目的とする公益
法人であり、精神保健業務に精通し、中立かつ
公平な立場から精神保健業務を実施すること
が出来ることから、委託先として選定した。

特命随意契約

68 地域保健課

令和３年度沖縄県精神科
救急医療体制業務委託
（沖縄県精神科病院協会・
輪番体制）

令和3年4月1日 24,135,600 沖縄県精神科病院協会
沖縄県うるま市字上江洲
665

第167条の２
第１項第２号

　精神科救急輪番体制の確保及び円滑な運営
には、各病院との調整、経費支払事務等が不
可欠であり、民間の精神科救急医療施設の全
てを構成員とする当該委託先へ委託すること
で、円滑な事務の遂行及び調整等が期待でき
ることから、委託先として選定した。

特命随意契約

69 地域保健課

令和３年度沖縄県精神科
救急医療体制業務委託
（身体合併）

令和3年4月1日 12,533,800
県立南部医療センター・
子ども医療センター

沖縄県島尻郡南風原町
字新川118-1

第167条の２
第１項第２号

　身体合併症は精神疾患と身体疾患が同時に
発症した状態であり、精神科治療と身体科の
治療を同時に進める必要がある。上記の症状
に対応可能な施設として、精神身体合併症専
門病棟を有しているのは当該委託先のみであ
ることから、委託先として選定した。

特命随意契約

70 地域保健課
令和３年度沖縄県精神科
救急医療体制業務委託
（県立病院・輪番体制）

令和3年4月1日 5,271,000
県立精和病院 沖縄県島尻郡南風原町

新川260
第167条の２
第１項第２号

　当該委託先は、本島における精神科救急医
療施設として、他の精神科救急医療施設が対
応していない休日・祝祭日夜間の対応を行って
いることから、委託先として選定した。

特命随意契約

71 地域保健課
令和３年度沖縄県精神科
救急医療体制業務委託
（県立病院・輪番体制）

令和3年4月1日 14,858,600 県立宮古病院
沖縄県宮古島市平良下
里427-1

第167条の２
第１項第２号

　当該委託先は、宮古圏域において、精神科
病床を有する唯一の医療機関であることから、
委託先として選定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

72 地域保健課
令和３年度沖縄県精神科
救急医療体制業務委託
（県立病院・輪番体制）

令和3年4月1日 14,858,600 県立八重山病院
沖縄県石垣市字真栄里
584番地1

第167条の２
第１項第２号

　当該委託先は、八重山圏域において、精神
科病床を有する唯一の医療機関であることか
ら、委託先として選定した。

特命随意契約

73 地域保健課

令和３年度沖縄県精神科
救急医療体制業務委託
（国立・輪番体制）

令和3年4月1日 2,461,300
独立行政法人
国立病院機構琉球病院

沖縄県国頭郡金武町金
武7958-1

第167条の２
第１項第２号

　当該委託先の所在地である金武町を含む精
神科救急北圏域は、南圏域と比較して精神科
救急医療施設が少なく、北圏域において最も
精神科病床数を有する当該委託先の精神科
救急医療体制への協力は不可欠であることか
ら、委託先として選定した。

特命随意契約

74 地域保健課
先天性代謝異常等検査事
業委託契約

令和3年4月1日 57,293,090
一般社団法人
中部地区医師会

沖縄県中頭郡北谷町
字宮城1－584

第167条の２
第１項第２号

　当該検査は、県内で出生する全ての新生児
に対して、生まれつきの病気（先天性代謝異常
等）がないかを検査するものであり、大多数の
正常な検体の中から、疑わしい検体を正確に
見つけ出さなければならない特殊な検査であ
る。
　当該検査の特殊性から、検査は、迅速かつ
正確な判定が要求され、検査の実施にあたっ
ては新生児マススクリーニングに関する知識と
技術を有する検査技術者が必要である。
　県内で当該検査が可能な設備を有し、かつ
常時検査可能な職員の配置がある機関は、県
内で一般社団法人中部地区医師会だけであ
る。

特命随意契約

75 地域保健課
新生児聴覚検査体制整備
事業業務委託契約

令和3年4月1日 6,300,000
国立大学法人
琉球大学

沖縄県中頭郡西原町字
千原1番地

第167条の２
第１項第２号

   琉球大学病院は、人工内耳手術を行い、産
婦人科・小児科・地域の療育機関・ろう学校を
含む教育機関と協力して乳幼児聴覚スクリー
ニングシステムを構築し、診断後の治療までス
ムーズに移行できるような体制を整えている県
内唯一の医療機関であるため、当該事業の委
託先は琉大病院以外にはない。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

76 地域保健課
新型コロナウイルスに感染
した妊産婦への寄添支援

令和3年4月1日

単価契約
＠20000円
(予定価格

4,200,000円）

一般社団法人
沖縄県助産師会

沖縄県沖縄市中央4丁目
15－12

第167条の２
第１項第２号

   新型コロナウイルス感染症に罹患した妊産
婦が県内のどこに居住していても支援が行え
る必要があり、県内の広域にわたり助産師会
員が在籍する助産師会と契約することにより可
能である。また、会員に対し、支援技術向上の
研修を行っており、妊産婦個々にあわせきめ
細やかな支援ができるほか、妊産婦・新生児
訪問事業、産後ケア事業などを、複数の市町
村事業から受託しており、妊産婦支援の実績
がある。以上より、本事業か可能な事業者は
他にいない。

特命随意契約

77 地域保健課 若年妊婦支援事業委託 令和3年4月1日 7,361,805
一般社団法人
おきなわ子ども未来ネット
ワーク

沖縄県読谷村字座喜味
2247番地１宜保マンショ
ンV303号室

第167条の２
第１項第３号

　本事業においては、若年者の予期せぬ妊娠
等の相談に対して、医療的支援だけではなく、
相談者の心理面等を熟知し、かつ福祉の知識
や経験を持った者による適切な指導や助言が
求められる。また、若年層が良く活用している
SNS等のツールにて相談を受け付ける等の技
法を持ち、相談者の希望や、相談内容等から
必要と判断される場合には相談者へ積極的に
介入する等、相談に対する迅速な対応、関係
機関との相談体制の確立、継続的な支援が必
要である。
　一般社団法人おきなわ子ども未来ネットワー
クは、専門職の構成員により、的確な指導、助
言が行っており、また同団体が独自で実施して
いる事業において同内容の実績があり、相談
者のニーズを的確にとらえた継続的な相談・支
援が期待できるなど、これらの要件を備えた団
体は他にない。

特命随意契約

78 地域保健課
令和３年度沖縄県不妊専
門相談センター事業委託

令和3年4月1日 2,160,000
公益社団法人
沖縄県看護協会

南風原町新川２７２番地
１７

第167条の２
第１項第２号

　保健師、助産師、看護師で構成する職能団
体であり、保健・医療・福祉の各分野に精通
し、相談に対し、心理的・医療的な面から情報
提供、指導、助言が行える。医師会との連携体
制も構築されており、面接相談のための医師
の協力も得られる。さらに、豊富な各種講習会
の実績があり、相談者のニーズを的確にとらえ
た講演会の開催も期待できる。
　以上の要件を備えた団体は他にないため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

79 地域保健課
令和３年度沖縄県女性健
康支援センター事業委託

令和3年4月1日 2,887,665
一般社団法人
沖縄県助産師会

沖縄県沖縄市中央４丁目
１５番１２号

第167条の２
第１項第２号

　業務内容等に係る企画を提案させ、委託業
者選定要領に基づき審査を行った結果、提案
者の中で、最も契約目的に適した提案者で
あったため。

企画競争型随
意契約

80 地域保健課
令和３年度沖縄県難病相
談・支援センター事業委託
契約

令和3年4月1日 9,726,000
認定ＮＰＯ法人
アンビシャス

沖縄県那覇市牧志三丁
目24番29号　ｸﾞﾚｲｽﾊｲﾑ
喜納2　(1階)

第167条の２
第１項第２号

　難病患者団体アンビシャスは、難病患者家族
等への相談活動等の実績がある県内唯一の
認定ＮＰＯ法人。難病患者等の悩みや不安等
に対するきめ細かな相談と患者会等の育成に
向けて支援を行っている。
　上記理由により、難病特別対策推進事業を
的確かつ効果的に実施できる唯一の機関であ
るため、随意契約を行った。

特命随意契約

81 地域保健課
令和３年度沖縄県難病医
療提供体制整備事業委託
契約

令和3年4月1日 2,426,000
独立行政法人
国立病院機構沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古３
丁目20-14

第167条の２
第１項第２号

　難病対策の中心となる神経難病の診療に特
化した医療機関として、国立病院機構沖縄病
院を県の難病診療連携拠点病院にしている。
そのため、神経難病患者を対象とした一時入
院事業にかかる各種調整等の役割を担う難病
診療連携コーディネーターの配置は国立病院
機構沖縄病院が適している。

特命随意契約

82 地域保健課
令和３年度沖縄県難病医
療提供体制整備事業委託
契約

令和3年4月1日 5,203,999
国立大学法人
琉球大学

沖縄県中頭郡西原町字
千原１番地

第167条の２
第１項第２号

　難病は領域が広く診療科も多岐にわたるた
め、県内唯一の大学病院として多数の診療科
を有する琉球大学病院を県の難病診療連携拠
点病院として指定している。そのため、県内外
の医療機関、国の機関等との連携体制の構築
を図る役割を担う難病診療連携コーディネー
ターの配置は琉球大学病院が適している。

特命随意契約

83 地域保健課
新型コロナウイルス感染症
に対応した心のケア支援事
業業務委託

令和3年4月1日 3,411,891
一般社団法人
沖縄県公認心理師協会

沖縄県那覇市首里石嶺
町４－３７３－１沖縄県総
合福祉センター内

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、一般県民、保健医療機関等の従
事者、新型コロナウイルス感染症者及びその
家族等の心のケア体制を確保することにより、
県民の不安やストレスの軽減、精神疾患の早
期発見・早期治療を促し、もって社会機能の維
持を精神保健の観点で支えることを目的として
おり、カウンセリング等の専門的知識を持った
心理専門職が傾聴し、早期に適切な対応をす
る必要があるため、県公認心理師協会を選定
した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

84 地域保健課
地域連携による依存症早
期発見、早期対応、継続支
援モデル事業業務委託

令和3年4月1日 2,025,000
独立行政法人
国立病院機構琉球病院

沖縄県国頭郡金武町字
金武７９５８－１

第167条の２
第１項第２号

　当該委託先は、沖縄県依存症専門医療機関
として県に選定された病院であり、これまで総
合病院で委託契約内容を実施した実績を有し
ており昨年度受託団体であることからも、モデ
ル事業の実施に当たって効率的かつ効果的な
取組が見込まれることから、選定した。

特命随意契約

85 地域保健課
地域連携による依存症早
期発見、早期対応、継続支
援モデル事業業務委託

令和3年4月1日 1,250,000
沖縄県医療生活協同組
合　沖縄協同病院

沖縄県那覇市古波蔵４丁
目10番55号

第167条の２
第１項第２号

　当該委託先は、二次救急告示病院である総
合病院であり、心療内科を有し、精神科リエゾ
ン専門医が常駐し、昨年度受託団体となって
いる。当該精神科リエゾン医を中心として、院
内連携により、救急外来にかかったアルコール
依存症者疑い者のスクリーニングから専門医
療機関へのつなぎに至るまで効率的かつ効果
的な取組が見込まれることから、選定した。

特命随意契約

86 地域保健課
ひきこもりピアサポーター
活用支援事業業務委託

令和3年6月1日 999,992
特定非営利活動法人
はじめました。

沖縄県島尻郡八重瀬町
字安里315-5

第167条の２
第１項第２号

　本事業は、ひきこもり経験者がピアサポー
ターとして、ひきこもりからの脱却を目指す当
事者にアプローチすることを目指したものであ
り、コロナ禍であってもひきこもり支援を推進す
るために実施するものである。本県の障害福
祉サービスを把握し、障害者のピアサポーター
事業を企画・立案した経験をもつ人材はほとん
どなく、受託団体の代表はこれまで本県から複
数の事業受託実績があり、保健福祉事業者に
対する指導・研修、相談支援等に関するノウハ
ウが必要想定程度あるものと推測され、的確
かつ効率的な取組が期待できることから、選定
した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

87 地域保健課
令和３年度てんかん地域
診療連携体制整備業務委
託

令和3年4月1日 895,896 沖縄赤十字病院
沖縄県那覇市与儀１丁目
３番１号

第167条の２
第１項第２号

　てんかん地域診療連携体制整備事業実施要
綱（平成30年３月29日障発０３２９第24号。以
下「実施要綱」という。）において、てんかんの
治療を専門的に行っている医療機関のうち、１
カ所を「てんかん支援拠点病院」として指定し、
専門的な相談支援、他の医療機関、自治体等
や患者の家族との連携・調整を図るほか、治
療や相談支援等に携わる関係機関の医師等
に対し、てんかんについての助言・指導や地域
におけるてんかんに関する普及啓発等を実施
し、てんかんについての知見を集積するととも
に、てんかん診療における地域連携体制を整
備することを目的としているため、契約の目
的、業務の性質上、競争入札に適していない。
　実施要綱の２の（１）支援拠点病院の選定に
おいて、都道府県は、てんかんの治療を専門
に行っている管内の医療機関のうち、要件を全
て満たす医療機関１箇所を支援拠点病院とし
て指定すると規定されており、沖縄県内におい
て、要件を満たす唯一の医療機関であるため。

特命随意契約

88 衛生薬務課
令和３年度水道広域化推
進に係る検討業務委託

令和3年6月7日 33,130,152

有限責任監査法人トーマ
ツ・株式会社日水コン沖
縄事務所共同企業体

①有限責任監査法人トー
マツ
②株式会社日水コン沖縄
事務所

①東京都千代田区丸の
内三丁目２番３号丸の内
二重橋ビルディング
②沖縄県那覇市赤嶺１丁
目４番地１（ロムズビル）

第167条の２
第１項第２号

　本委託業務は、本県における水道の広域連
携、広域化の推進に向けて、県内の水道事業
者の経営環境や経営状況も踏まえ、将来推
計、広域化手法の検討や効果の検証等を行う
ものである。
　業務の実施にあたり、水道事業に関する専
門的な知識や技術、公営企業会計等の専門的
な知識に基づいた分析力等が必要である。ま
た、本県における今後の水道の広域連携、広
域化の推進に向けて、効果的に業務を実施す
る必要がある。
　このため、事業の性質、目的等から判断し
て、企画提案内容で業者を選定でき、効果的
な業務実施ができる企画提案方式により業者
を選定することとした。
　「令和３年度水道広域化推進に係る検討業
務委託企画提案選定委員会」において審査を
行った結果、当該事業者を契約の相手方とし
て選定した。



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

89 衛生薬務課
物品売買契約（乾燥はぶウ
マ抗毒素「KMB」の購入）

令和3年5月28日 5,013,507
株式会社
スズケン沖縄薬品

沖縄県南風原町字新川
436番地１

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県内で乾燥はぶウマ抗毒素を販売して
いる医薬品卸売業者は（株）スズケン沖縄薬品
のみである。
　過去の抗毒素購入契約においても全て誠実
に履行しており、契約を履行しないおそれがな
いと認められる。

特命随意契約

90 衛生薬務課
令和３年度薬学部設置可
能性等調査業務

令和3年6月7日 10,723,900
三菱UFJリサーチ＆コン
サルティング株式会社

大阪府大阪市北区2丁目
5番25号

第167条の２
第１項第２号

　本調査業務は、令和２年度に実施した同名
の調査業務の結果をもとに、更にその内容を
発展させて行うものである。本調査では、前年
度調査で実施したヒアリングにおける有識者意
見やアンケート分析結果等の内容を踏まえた
対応が必要であることから、当該調査に係る課
題や分析結果等の内容について詳細を熟知し
ている者と契約する必要がある。また、令和２
年度に行った当該調査は、薬学部に関して本
県で実施した初めての調査であり、同種の知
見を有しているのは前年度の業者以外に存在
しない。よって、前年度に当該調査を実施した
者を契約相手方とする。なお、令和２年度の業
者選定にあたっては、公募型プロポーザブル
方式を採用した。

91 衛生薬務課
令和３年度食品衛生に係
る調査指導業務

令和3年4月1日 4,372,500
一般社団法人
沖縄県食品衛生協会

沖縄県浦添市字経塚720
第167条の２
第１項第２号

　本事業は、食品衛生関係営業施設への指導
業務を委託し、食品衛生思想を普及させ、食中
毒事故等の未然防止を図ることを目的としてい
る。
①同協会は、県内6つの支部をもち、種々の食
品関係営業者を会員として、会員数約14,500
人を擁し、食品衛生思想の普及啓発における
影響力、指導力は県内法人最大であり、これ
までの県の委託事業の実績は申し分なく、本
県が計画している食品関係委託事業を推進で
きる唯一の法人である。
②九州各県においても当該委託業務は食品衛
生協会が行っている。
③同協会は同協会会長から委嘱された食品衛
生指導員761人を擁する(R01年度末現在)
④同協会は、厚生労働省と県主催による夏期
年末一斉食品取締り月間及び食品衛生月間
において、食品衛生指導員を積極的に参加さ
せ、県内食品関係営業者の資質向上及び一
般住民の食品衛生に対する意識の向上に貢
献している.
　以上の理由から、契約の相手方として選定し
た。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

92 衛生薬務課
沖縄県食品衛生等業務シ
ステム運用等保守業務

令和3年4月1日 1,518,000
富士通Japan株式会社沖
縄支社

沖縄県那覇市久茂地1-
12-12

第167条の２
第１項第２号

　平成27年度に入札の上、13,867千円かけて
構築したシステムパッケージであり、５年間の
長期継続契約で運用保守を行ってきたものの
期間を延長するもの。他の業者に変更する場
合は、新たにシステム構築が必要なことから、
継続して契約を結ぶものである。

長期継続契約

93 衛生薬務課
沖縄県食品衛生等業務シ
ステムパッケージ及び機器
賃貸借業務

令和3年4月1日 324,060
富士通リース株式会社九
州支店

福岡県福岡市博多区東
比恵三丁目１番２号

第167条の２
第１項第２号

　本事業で賃貸借するシステム及び機器は、
平成27年度に入札の上、13,867千円かけて構
築したシステムパッケージ及び機器であり、５
年間の長期継続契約で運用保守を行ってきた
ものの期間を延長するもの。他の業者に変更
する場合は、新たにシステム構築が必要なこ
と、賃貸借期間の延長の場合は、安価に賃貸
借できることから、継続して契約を結ぶもので
ある。

長期継続契約

94 国民健康保険課

沖縄県国保ヘルスアップ事
業（肥満度分類に基づいた
医療費分析及び保健指導
体制構築事業）

令和3年4月1日 7,390,847
沖縄県国民健康保険団
体連合会

沖縄県那覇市西３丁目14
番18号

第167条の２
第１項第２号

　当該団体は、国保事業の目的を達成するた
めに設立された公法人であり、契約を履行しな
いこととなるおそれがないため、契約の相手方
として選定した。

特命随意契約

95 国民健康保険課
沖縄県国保ヘルスアップ事
業（在宅保健師や栄養士
等との連携推進事業）

令和3年4月1日 4,242,305
沖縄県国民健康保険団
体連合会

沖縄県那覇市西３丁目14
番18号

第167条の２
第１項第２号

　当該団体は、国保事業の目的を達成するた
めに設立された公法人であり、契約を履行しな
いこととなるおそれがないため、契約の相手方
として選定した。

特命随意契約

96 国民健康保険課
沖縄県国保ヘルスアップ事
業（医療費等分析事業）

令和3年4月1日 14,604,425

医療費等分析事業受託
コンソーシアム
①沖縄県国民健康保険
団体連合会
②株式会社リウコム

①沖縄県那覇市西３丁目
14番18号
②沖縄県那覇市久茂地１
丁目７番１号

第167条の２
第１項第２号

　当該コンソーシアムを代表する沖縄県国民健
康保険団体連合会は、国保事業の目的を達成
するために設立された公法人であり、契約を履
行しないこととなるおそれがなく、株式会社リウ
コムのレセプトデータ取扱の技術力と協働する
ことで本事業の効果的な執行が見込まれる唯
一の団体である。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

97 国民健康保険課

沖縄県国保ヘルスアップ事
業（医療費分析を用いた予
防・健康づくりアプリ開発事
業）

令和3年4月1日 62,611,725

予防・健康づくりアプリ開
発等事業受託コンソーシ
アム
①沖縄県国民健康保険
団体連合会
②株式会社レキサス

①沖縄県那覇市西３丁目
14番18号
②沖縄県うるま市字州崎
14番17号

第167条の２
第１項第２号

　当該コンソーシアムを代表する沖縄県国民健
康保険団体連合会は、国保事業の目的を達成
するために設立された公法人であり、契約を履
行しないこととなるおそれがなく、株式会社レキ
サスのITに関する技術力と協働することで、本
事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団
体である。

特命随意契約

98 国民健康保険課
沖縄県国保ヘルスアップ事
業（地域の健康づくり拠点
推進事業）

令和3年4月1日 7,572,944
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県南風原町新川２７
２番地

第167条の２
第１項第２号

　交通が不便な地域もしくは医療機関の少ない
地域において健康相談を行える場を設置す
る。
　健康相談を受ける専門職（看護師及び准看
護師、保健師、助産師）の確保、手配等を行う
ことができる団体は、医療機関や官公庁を含
めた様々な機関に所属する看護職等が自主的
に加入する唯一の公益的な団体であり、沖縄
県全域に地区委員会を設置する公益社団法
人沖縄県看護協会をおいて他にない。

特命随意契約

99 国民健康保険課

沖縄県国保ヘルスアップ事
業（重症化予防アドバイ
ザー派遣及び保健師等に
対する研修事業）

令和3年4月1日 11,125,638
沖縄県国民健康保険団
体連合会

沖縄県那覇市西３丁目14
番18号

第167条の２
第１項第２号

　当該団体は、国保事業の目的を達成するた
めに設立された公法人であり、契約を履行しな
いこととなるおそれがないため、契約の相手方
として選定した。

特命随意契約

100 国民健康保険課
沖縄県国保ヘルスアップ事
業（生活習慣病重症化予
防事業）

令和3年6月1日 23,691,162
株式会社
キャンサースキャン

東京都品川区西五反田１
丁目３－８

第167条の２
第１項第２号

　生活習慣病患者の重症化を予防するため、
年齢、性別、過去の受診歴、受診をしない理由
等大量なデータを人工知能を用いて科学的、
多面的に分析し、かつ前年度実施事業の効果
検証を踏まえた効果的な受診勧奨を実施でき
る唯一の事業所である。

特命随意契約

101 国民健康保険課

令和３年度国保事業費納
付金等算定標準システム
納付金算定支援等実施業
務委託

令和3年4月1日 12,366,862
沖縄県国民健康保険団
体連合会

沖縄県那覇市西３丁目14
番18号

第167条の２
第１項第２号

　平成30年度から国保制度が改正され、都道
府県が市町村とともに国民健康保険の運営を
行うこととなった。それに伴い、国（厚労省）が
「国保保険者標準事務処理システム」を開発
し、都道府県では「国保事業費納付金等算定
標準システム」を導入することとされた。国が示
す導入形態に基づく場合、沖縄県国民健康保
険団体連合会が契約を履行できる者として特
定されているため、随意契約を行った。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

102 国民健康保険課
令和３年度沖縄県国民健
康保険共同クラウド推進業
務委託

令和3年4月5日 16,833,466
沖縄県国民健康保険団
体連合会

沖縄県那覇市西３丁目14
番18号

第167条の２
第１項第２号

　本委託業務は、令和３年度国民健康保険制
度関係業務事業費補助金を一部財源として実
施するものであり、同補助金の交付要件とし
て、事業計画の策定等をはじめとする事業運
営を、国民健康保険団体連合会（以下「国保
連」という。）等の事業運営主体に委託すること
とされている。
　「沖縄県国民健康保険運営方針」において、
共同クラウド推進の取組に係る事業運営主体
は「国保連」と明記しており、同補助金を活用し
て事業を実施するため、国保連と随意契約を
行った。

特命随意契約

103 国民健康保険課
沖縄県の国民健康保険保
険給付点検調査業務

令和3年4月1日 2,626,470
沖縄県国民健康保険団
体連合会

沖縄県那覇市西３丁目14
番18号

第167条の２
第１項第２号

　沖縄県が行う広域的な見地からの国民健康
保険保険給付点検について、沖縄県国民健康
保険団体連合会（以下「国保連」という。）が市
町村の２次点検で使用している「レセプト点検
支援システム」を用いて広域的な見地から保険
給付点検調査を行うことから、契約の相手方に
国保連を選定した。

特命随意契約

104 感染症対策課
令和３年度医療資材等保
管・配送業務契約

令和3年4月1日 7,695,600
沖縄日通エアカーゴサー
ビス株式会社

沖縄県豊見城市字与根
491-2

第167条の２
第１項第２号

  新型コロナウイルス等の感染症に備え、県が
購入、備蓄する医療資材等を保管するととも
に、クラスター発生等緊急を要する際に県が指
定する場所へ迅速に備蓄医療資材を配送する
体制を整える必要がある。
　また、令和２年度事業にて契約している配送
業者では、多数の医療資材を保管備蓄してお
り、令和３年度事業において契約相手方を変
更した場合、保管場所変更の作業に一定の期
間を要することとなり、当該期間中の緊急配送
対応が困難となるおそれがある。
　上記のことから、令和２年度より既に多数の
医療資材を備蓄保管し、かつ、当該医療資材
の配送体制が整備されている沖縄日通エア
カーゴサービス株式会社を契約の相手方と選
定した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

105 感染症対策課
沖縄県飲食店時短営業要
請状況調査業務委託契約

令和3年4月9日 5,717,800 エイジス九州株式会社
福岡県福岡市博多区金
の隈２－24－10

第167条の２
第１項第５号

　県内における新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置
区域内の飲食店のうち、新型インフルエンザ等
対策特別措置法第31条の６第１項の規定に基
づく営業時間の短縮要請に協力が得られてい
ない店舗を早急に把握し、協力要請や、場合
によっては同法第31条の６第３項の規定に基
づく命令の発令等の手続を進める必要があ
る。
　この点において、左記会社は複数の都道府
県との間で新型コロナウイルス感染症対策に
係る営業時間短縮要請状況調査業務や業種
別ガイドライン遵守状況調査業務を担っている
実績があることに加え、沖縄県内に支社があ
り、調査員のリクルートに関しても円滑に実施
できることから、ノウハウを有している当該会社
と契約を結ぶことで早急に当該業務に対応す
ることができるため、契約の相手方として選定
した。

特命随意契約

106 感染症対策課 酸素濃縮装置　賃貸借 令和3年5月26日 14,044,800

南西医療器（株）・（株）小
池メディカル沖縄営業所・
（株）オカノ・（株）吉田酸
素沖縄営業所・（株）フィ
リップス・ジャパン沖縄支
店　企業共同体

沖縄県浦添市城間4-2-
10

第167条の２
第１項第５号

　５月の連休以降、想定できなかった早さで感
染拡大しており、入院病床及び宿泊療養施設
が逼迫しているため、自宅療養者も急増してい
る中、重症化リスクの高い患者に対して早急に
必要な医療機器を確保する必要があった。そ
のため、県内事業者５社のＪＶ方式により台数
を多く確保する必要があった。

特命随意契約

107 感染症対策課
酸素濃縮装置の配送、回
収

令和3年5月26日 1,938,596

南西医療器（株）・（株）小
池メディカル沖縄営業所・
（株）オカノ・（株）吉田酸
素沖縄営業所・（株）フィ
リップス・ジャパン沖縄支
店　企業共同体

沖縄県浦添市城間4-2-
10

第167条の２
第１項第５号

　酸素濃縮装置の配送、回収等については賃
貸借契約とは別に契約をする必要があるた
め、同業者と契約。

特命随意契約

108 感染症対策課
令和３年度沖縄県感染防
止対策認証制度事業業務
委託契約

令和3年5月27日 238,255,594

沖縄県感染防止対策認
証制度事業受託共同企
業体
①公益財団法人沖縄県
生活衛生営業指導セン
ター
②株式会社JTB沖縄
③東武トップツアーズ株
式会社沖縄支店

①沖縄県那覇市字小禄６
６２番地
②沖縄県那覇市旭町１１
２番地１金秀ビル５階
③沖縄県那覇市久茂地３
丁目１番１号日本生命ビ
ル２階

第167条の２
第１項第５号

　令和３年４月23日に新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針が改正され、令和３
年４月30日に可及的速やかに第三者認証制度
の導入に着手する政府より通知があったこと
及び当該制度の実施による感染防止対策の
普及を可及的速やかに推進する必要があるた
め、左記の共同企業体と特命随意契約を締結
した。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

109 感染症対策課 酸素濃縮装置　賃貸借 令和3年6月11日 22,440,000 株式会社オカノ 沖縄県那覇市安謝1-3-8
第167条の２
第１項第５号

　５月の連休以降、想定できなかった早さで感
染拡大しており、入院病床及び宿泊療養施設
が逼迫しているため、自宅療養者も急増してい
る中、重症化リスクの高い患者に対して早急に
必要な医療機器を確保する必要があったが、Ｊ
Ｖだけでは台数が不足したため県外業者から
調達できる見込みとなった。
　しかし、県内の取扱店が（株）オカノしかな
かったことから特命随契となった。

特命随意契約

110 感染症対策課
酸素濃縮装置の配送、回
収

令和3年6月11日 2,505,800 株式会社オカノ 沖縄県那覇市安謝1-3-8
第167条の２
第１項第５号

　酸素濃縮装置の配送、回収等については賃
貸借契約とは別に契約をする必要があるた
め、同業者と契約。

特命随意契約

111 感染症対策課
新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業におけ
る那覇地区緊急検査業務

令和３年4月1日 単価契約
有限会社
ミタカトレード沖縄支社

沖縄県那覇市松山2丁目
2番13号

第167条の２
第１項第２号

及び５号

　 特定地域内で契約の相手方を選定する必要
があり、契約を履行できる者が特定されるた
め。
　 また、感染の急拡大を早期に防ぐため、緊
急に実施することが必要なため。

112 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
対策本部運営における新
型コロナウイルス感染症
パーソナルサポート使用契
約

令和３年4月1日 1,980,000
ソーシャルデータバンク
株式会社

東京都港区芝大門2丁目
3-6大門アーバニスト3F

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルスに特化した県公式LINEア
カウント「沖縄県新型コロナパーソナルサポー
ト」は、県民を中心に多くの登録者に対して、感
染情報、感染対策など県が行う施策の発信す
ることを目的としており、令和2年7月から使用
している。
　本アカウントは、新型コロナウイルスに特化し
た情報発信として、同社が保有している「Liny」
を活用し、LINEにおいて県民等に情報発信を
行っている。
　本契約にあたっては、新型コロナウイルス感
染状況が収まらないなか、多くの県民に対し
て、絶え間なく情報発信を行うことが重要であ
り、本事業を円滑に進めるためには、継続して
同じツールを使用することが、効率的かつ効果
的であるため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

113 感染症対策課
新型コロナウイルス感染症
相談体制強化事業におけ
る労働者派遣契約

令和３年4月1日 単価契約
株式会社
りゅうせきフロントライン

沖縄県浦添市勢理客4丁
目20番1号

第167条の２
第１項第６号

　当該業務は、厚生労働省主導で令和3年2月
15日より稼働した「ワクチン接種円滑システム
（V-SYS）」のシステム管理を主に行う業務であ
る。
　国、県、市町村、医療機関、卸販売業者等の
作業を一元的に管理するシステムであるが、
作業内容が多岐にわたり、かつ複雑な運用と
なっているため、4月から始まる住民向け大規
模予防接種に向けて、３月から４月中旬にかけ
て、国・県・市町村で連携した３回のフェーズに
分けた念入りなトレーニングを経たうえで実施
することとされている。
　既存の受託業者は令和３年３月末までに２回
目のトレーニングを済ませ、都道府県業務を始
め、関係機関への支援も手がけていることか
ら、V-SYSにおける大量のデータ管理を行うた
めの労力及び経費を大幅に節減することが可
能であり、かつ、システム障害等への臨機応変
な対応など効率的なシステム管理が実施でき
るため。

114 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
相談体制強化事業におけ
るコールセンター運営業務
委託

令和３年4月1日 7,657,606
日本トータルテレマーケ
ティング株式会社

東京都渋谷区渋谷3丁目
12番18号渋谷南東急ビ
ル

第167条の２
第１項第５号

　新型コロナウイルスワクチンを住民に安心し
て接種していただくためには、接種による副反
応について相談できる体制を早急に構築する
必要がある。
　同社は、令和3年3月15日から沖縄県新型コ
ロナウイルスワクチン専門相談コールセンター
の運営を受託しており、コールセンターの運営
を安定的に行ってきた実績がある。また、コロ
ナウイルスワクチンの接種は、4月から一般住
民の接種がスタートする予定であることから、
専門相談体制についても日程的に切れ目無く
住民に提供する必要があり、迅速な業務の引
継と継続が可能なため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

115 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
相談体制強化事業におけ
るコールセンター運営業務
委託

令和３年4月1日 5,869,794
一般社団法人
沖縄県薬剤師会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川218番地10

第167条の２
第１項第５号

　 新型コロナウイルスワクチンを住民に安心し
て接種していただくためには、接種による副反
応について相談できる体制を早急に構築する
必要がある。
　同団体は、令和3年3月15日から沖縄県新型
コロナウイルスワクチン専門相談の運営を受
託しており、コールセンターから転送されたより
専門的な副反応に関する相談について適切な
対応を行ってきたところである。また、コロナウ
イルスワクチンの接種は、4月から一般住民の
接種がスタートする予定であることから、専門
相談体制についても日程的に切れ目無く住民
に提供する必要があるため。

特命随意契約

116 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
相談体制強化事業におけ
るコールセンター運営業務
委託

令和３年4月1日 1,726,989
公益社団法人
沖縄県看護協会

沖縄県島尻郡南風原町
字新川272番地17

第167条の２
第１項第５号

 　新型コロナウイルスワクチンを住民に安心し
て接種していただくためには、接種による副反
応について相談できる体制を早急に構築する
必要がある。
　専門相談センター（コールセンター及び専門
相談）は令和3年3月15日から相談受付をス
タートさせているが、一般住民の接種がスター
トした後、これまで以上に相談件数が増える見
込みである。相談件数の増加により相談内容
がより多岐に渡ることが予想されることから、
受託者について、従来からの一般社団法人沖
縄県薬剤師会に加えて、今回、同じく医療専門
団体である公益社団法人沖縄県看護協会を加
えることで、専門相談体制のさらなる強化を図
るため。

特命随意契約

117 感染症対策課

エイズ対策強化事業にお
ける沖縄県感染症診療ネッ
トワークコーディネーター配
置委託

令和３年4月1日 6,000,000
国立大学法人
琉球大学

沖縄県中頭郡西原町字
千原1番地

第167条の２
第１項第２号

　同大学医学部付属病院は、平成18年度にエ
イズ治療中核拠点病院として県から指定を受
けている。「後天性免疫不全症候群に関する特
定感染症予防指針」において、「国及び都道府
県は、地方ブロック拠点病院及び中核拠点病
院に、ＨＩＶ感染症・エイズに関して知見を有す
る看護師、医療ソーシャルネットワーカー等を
配置し、各種保健医療サービス及び介護・福
祉サービスとの連携を確保するための機能を
拡充することが重要である。」とされているた
め。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

118 感染症対策課
新型コロナウイルス感染症
自宅療養支援事業におけ
る配食支援業務委託

令和３年4月1日 単価契約
株式会社
ヨシケイ沖縄

沖縄県うるま市州﨑12番
25

第167条の２
第１項第５号

　自宅療養者の食料品の確保並びに新型コロ
ナウイルス感染症拡大を防ぐ（自宅療養者を
外出させない）必要があり、早急に受託事業候
補者との契約選定する必要がある。
　可能な限り沖縄本島内全域を配達エリアとし
ほぼ毎日配達可能な事業者を選定する必要が
あるが、該当する事業者が他に確認出来ない
ため。

特命随意契約

119 感染症対策課 事務用品賃貸借 令和３年４月１日 1,090,716
株式会社
ジムキ文明堂

沖縄県那覇市久米2-4-
14

第167条の２
第１項第６号

　令和２年度４月から同社からレンタルを行っ
てきたが、本課は、新型コロナウイルスが収束
するまでの暫定的な組織となっていることから
競争入札に付することが困難なため。

長期継続契約

120 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
に関する対応業務用端末
機等及びアプリケーション
ソフト賃貸借

令和３年４月１日 3,338,940
株式会社
オーシーシー

沖縄県浦添市沢岻２丁目
17番１号

第167条の２
第１項第６号

契約履行中の同社と契約を継続することで、履
行期間の短縮並びに規格外の消耗品発生経
費の削減等が図れること及び新型コロナ感染
拡大時にPC調達が容易であるため。

特命随意契約

121 感染症対策課

サブスクリプション契約(商
圏分析サービス｢KDDI
Location Analyzer利用契
約｣)

令和３年４月１日 1,320,000 KDDI株式会社
東京都千代田区飯田橋３
－10－10

第167条の２
第１項第２号

新型コロナウイルス感染症流行期の状況下に
おいて、感染拡大の兆候が確認された際に、
社会経済活動への影響を最小限に抑えつつ
効果的な感染拡大防止対策が図られるよう同
社の提供する商圏分析サービスを活用する必
要があるため。

特命随意契約

122 感染症対策課
新型コロナウイルス感染症
自宅療養支援事業ＬＩＮＥみ
まもりシステム賃貸借契約

令和３年４月１日 1,650,000
株式会社
アルム

東京都渋谷区渋谷３丁目
27番11号祐真ビル新館２
Ｆ

第167条の２
第１項第６号

   新型コロナウイルス感染症に罹患し、自宅等
で療養している者の健康観察のため、同社が
提供しているＳＮＳを活用したサービスを使用
する必要があるため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

123 感染症対策課
令和３年度沖縄県新型コロ
ナウイルス感染症相談コー
ルセンター運営業務

令和３年４月１日 44,859,782
日本トータルテレマーケ
ティング株式会社

東京都渋谷区渋谷3-12-
18渋谷南東急ビル

第167条の２
第１項第５号

   新型コロナウイルス感染症は、昨年来から
感染者が多い状況が続いており、流行の収束
が見通せない状況である。コロナウイルス感染
症相談コールセンター機能については、年度
の切れ目なく提供される必要があるが、同社
は、安定的にコールセンターを運用してきた実
績を持つため。

特命随意契約

124 感染症対策課

新型コロナウィルス感染症
対策本部運営における飲
食店時短営業調査業務委
託

令和３年4月9日 2,858,900 エイジス九州株式会社
福岡県福岡市博多区金
の隈2丁目24番10号

第167条の２
第１項第５号

　新型コロナウイルス感染症の感染者増加に
伴い時短要請の遵守を緊急に働きかける必要
があるが、同社は、複数の都道府県との間で
新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時
間短縮要請状況調査や業種別ガイドライン遵
守状況調査業務を担っている実績があるた
め。

特命随意契約

125 感染症対策課
酸素濃縮装置の配送、回
収業務

令和３年５月26
日

単価契約

①南西医療器株式会社
②株式会社小池メディカ
ル沖縄営業所
③株式会社オカノ
④株式会社吉田酸素（沖
縄営業所）
⑤株式会社フィリップス・
ジャパン沖縄支店共同企
業体

沖縄県浦添市城間４丁目
２-10

第167条の２
第１項第５号

　 感染急拡大により、入院病床及び宿泊療養
施設が逼迫しており、入院ができない低酸素
血症患者の発生が見込まれるため、緊急に酸
素濃縮装置を配送できるよう、提供元を選定し
た。

特命随意契約

126 感染症対策課 酸素濃縮装置賃貸借
令和３年５月26
日

29,771,280

①南西医療器株式会社
②株式会社小池メディカ
ル沖縄営業所
③株式会社オカノ
④株式会社吉田酸素（沖
縄営業所）
⑤株式会社フィリップス・
ジャパン沖縄支店共同企
業体

沖縄県浦添市城間４丁目
２-10

第167条の２
第１項第５号

   感染急拡大により、入院病床及び宿泊療養
施設が逼迫しており、入院ができない低酸素
血症患者の発生が見込まれることから、緊急
かつ安定的に酸素濃縮装置を確保する必要が
あるため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

127 感染症対策課
沖縄県感染防止対策認証
制度事業業務委託

令和３年５月27
日

238,255,594
沖縄県感染防止対策認
証制度事業受託共同企
業体

沖縄県那覇市久茂地2丁
目5番1号

第167条の２
第１項第５号

　令和3年4月23日に、新型コロナウイルス感染
症対策の基本的対処方針が改正され、令和3
年4月30日に可及的速やかに第三者認証制度
の導入に着手するよう政府より通知があったこ
と及び当該制度の実施による感染防止対策の
普及を可及的速やかに推進する必要がある。
   同団体を構成する財団法人沖縄県生活衛
生営業指導センターは、本県による飲食店へ
の巡回指導実施前から沖縄県内の生活衛生
関係営業者への新型コロナウイルス感染症の
拡大防止マニュアルの配布及び巡回指導等の
事業を行っており、東武トップツアーズ株式会
社は、山梨県で実施されている認証制度業務
を受託しており、株式会社ＪＴＢ沖縄は、Ｇoto
イートキャンペーンの運営委託事業体の代表
者として沖縄県内における飲食店からの申請
受付等に係るなど、今回の委託業務に必要な
知識と経験を有するため。

特命随意契約

128 感染症対策課
新型コロナウイルス感染症
軽症者用の宿泊療養施設
の運営委託

令和３年6月11日 55,734,000
株式会社
那覇松山ホテルマネージ
メント

沖縄県那覇市松山２－１
７－１７

第167条の２
第１項第２号

　 本業務は宿泊療養施設の安定的な運営体
制を確保するため、宿泊療養施設の開設及び
管理運営に関わる業を行うものである。提案仕
様書に掲げる委託業務の実施手法について企
画提案方式で公募し、宿泊療養施設の役割や
課題認識、管理運営体制、事務遂行能力等の
観点から、これらを精査して委託先を決定し
た。



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

129 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
自宅療養支援事業におけ
るパルスオキシメーターの
購入

令和３年6月15日 4,862,550 南西医療器株式会社
沖縄県浦添市城間4-2-
10

第167条の２
第１項第５号

　令和2年度から続く新型コロナウイルス感染
症の蔓延に伴い、自宅療養者の増加及び変異
ウィルスの流入による重症化リスクの増大を鑑
み、自宅療養者への貸与用パルスオキシメー
ターの購入が必要となっている。
　パルスオキシメーターの市場での流通は増
加しているが、「医療機器認証」を受けた製品
は医療現場及び各自治体でのニーズが依然と
して高く、早急に確保しなければまとまった数
量での調達機会を失う恐れがある。
　今回購入予定のパルスオキシメーター同等
品を早期且つ数量を確保できる業者が同社の
みであったため。

特命随意契約

130 感染症対策課

新型コロナウィルス感染症
自宅療養支援事業におけ
る酸素濃縮装置の配送、
回収契約

令和３年6月1日 単価契約
株式会社
オカノ

沖縄県那覇市安謝1丁目
23番8号

第167条の２
第１項第５号

　新型コロナウイルスが想定できない早さで感
染拡大した結果、入院病床及び宿泊療養施設
がひっ迫しているため、自宅療養者も急増して
いる。
　今後、自宅療養を行っている患者が重症化し
た場合、緊急に酸素濃縮装置が必要となる
が、同社は、酸素濃縮装置の提供元であるか
ら、配送、回収も同社を選定した。

131 感染症対策課 酸素濃縮装置賃貸借 令和３年６月１日 22,440,000
株式会社
オカノ

沖縄県那覇市安謝１丁目
23番８号

第167条の２
第１項第５号

　感染急拡大により、入院病床及び宿泊療養
施設が逼迫しており、入院ができない低酸素
血症患者の発生が見込まれるため、緊急に酸
素濃縮装置を確保する必要があるため。

特命随意契約

132 感染症対策課
酸素濃縮装置の配送、回
収業務

令和３年６月１日 単価契約
株式会社
オカノ

沖縄県那覇市安謝１丁目
23番８号

第167条の２
第１項第５号

　感染急拡大により、入院病床及び宿泊療養
施設が逼迫しており、入院ができない低酸素
血症患者の発生が見込まれるため、緊急に酸
素濃縮装置を配送できるよう対策を講じる必要
があるため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

133 感染症対策課
新型コロナウイルス感染症
沖縄県対処方針コールセ
ンター運営業務

令和３年6月28日 7,798,208
日本トータルテレマーケ
ティング株式会社

東京都渋谷区渋谷3丁目
12番18号渋谷南東急ビ
ル

第167条の２
第１項第５号

　本年5月の連休以降、本県は未曾有の感染
拡大期に突入し、それに伴い外部からの大量
の電話が総括情報本部に集中し、本来業務に
支障をきたしている。架電内容の中でも特に多
い「沖縄県対処方針」に関する問合せに対応
する体制を早急に構築する必要がある。
　同社は昨年度から沖縄県新型コロナウイル
スワクチン専門相談コールセンターの運営を受
託しており、コールセンターの運営を安定的に
行ってきた実績があるため。

特命随意契約

134 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
自宅療養支援事業におけ
るパルスオキシメーターの
購入

令和３年6月29日 2,547,050 南西医療器株式会社
沖縄県浦添市城間４丁目
２番10号

第167条の２
第１項第５号

　令和2年度から続く新型コロナウイルス感染
症の蔓延に伴い、自宅療養者の増加及び変異
ウィルスの流入による重症化リスクの増大を鑑
み、自宅療養者への貸与用パルスオキシメー
ターの購入が必要となっている。
　パルスオキシメーターの市場での流通は増
加しているが、「医療機器認証」を受けた製品
は医療現場及び各自治体でのニーズが依然と
して高く、早急に確保しなければまとまった数
量での調達機会を失う恐れがある。
　今回購入予定のパルスオキシメーター同等
品を早期且つ数量を確保できる業者が同社の
みであったため。

特命随意契約

135 感染症対策課
新型コロナ感染症自宅療
養支援事業におけるパル
スオキシメーターの購入

令和３年6月2日 5,005,000
株式会社
三和メディカル

沖縄県宜野湾市大山7-
9-13

第167条の２
第１項第５号

　新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、自
宅療養者の増加及び変異ウィルスの流入によ
る重症化リスクの増大を鑑み、自宅療養者へ
の貸与用パルスオキシメーターの購入が必要
となっている。
　パルスオキシメーターの市場での流通は増
加しているが、「医療機器認証」を受けた製品
は医療現場及び各自治体でのニーズが依然と
して高く、早急に確保しなければまとまった数
量での調達機会を失う恐れがある。
　今回購入予定のパルスオキシメーター同等
品を早期且つ数量を確保できる業者が同社の
みであったため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

136 感染症対策課

沖縄県飲食店等における
酒類・カラオケ設備の提供
停止状況等調査委託業務
契約

令和３年６月７日 10,491,800 エイジス九州株式会社
福岡県福岡市博多区金
の隈2丁目24番10号

第167条の２
第１項第５号

　県内における新型コロナウイルス感染症の
患者が増加するなかで、特に緊急事態宣言区
域内の飲食店のうち、酒類・カラオケ設備の提
供停止要請に協力が得られていない店舗を緊
急的に把握し、協力要請や、場合によっては命
令の発令等の手続を進める必要がある。
　同社は、複数の都道府県との間で新型コロ
ナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要
請状況調査や業種別ガイドライン遵守状況調
査を担っている実績があり、県内支社を活用し
た調査員のリクルートに関しても円滑に実施可
能であるため。

特命随意契約

137 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
療養等臨時施設運営事業
における業務委託契約(電
気設備取付及び防犯カメラ
取付業務)

令和３年6月8日 1,326,193 南西医療器株式会社
沖縄県浦添市城間4丁目
2番10号

第167条の２
第１項第５号

　 県内における新型コロナウイルス感染症の
感染者増加に伴い、県内の感染症指定医療機
関、協力医療機関等の病床確保が非常に困
難な状態にあるため、入院調整が整うまでの
間、感染者を入院待機ステーションにて一時待
機する方針である。しかしながら現在、感染者
は増大している状況にあるため、新設する入
院待機ステーションにて、至急必要となる電気
設備等取付工事の委託を行う必要がある。
　そのため、豊富な施工実績を有する同社を選
定した。

特命随意契約

138 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
療養等臨時施設運営事業
における事務用等賃貸借
契約（システムパネル等）

令和３年6月9日 1,504,955
有限会社
平産業

沖縄県糸満市西崎町5-
9-12

第167条の２
第１項第５号

　医療機関、協力医療機関等の病床確保が非
常に困難な状態にあるため、患者が一時的に
待機して酸素投与等の処置を行う「入院待機
ステーション」を緊急的に設置をする必要があ
る。
　それに際し、同社は、必要物品をすべて調達
可能で、早急に納入することが可能であるた
め。

特命随意契約

139 感染症対策課
新型コロナウィルス感染症
療養等臨時施設運営事業
における賃貸借契約

令和３年6月9日 3,082,200 南西医療機器株式会社
沖縄県浦添市城間4-2-
10

第167条の２
第１項第５号

　沖縄県では、重傷者向けの入院病床を確保
するため、軽傷者及び無症状の方について
は、ホテル等の宿泊療養施設において受け入
れを行う方針としており、中等症の方について
は、新たに一時待機を目的とした入院待機ス
テーションを設置することとなっている。
　このため、至急、医療機器体制を整備する必
要があるが、同社は、物資調達について豊富
な実績を持つため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

140 感染症対策課

新型コロナウイルス感染症
自宅療養支援事業におけ
るパルスオキシメーター配
送等管理業務

令和３年８月６日 18,752,580
株式会社
アカネクリエーション

沖縄県那覇市銘苅1丁目
19番29号アカネビル1F

第167条の２
第１項第５号

　パルスオキシメーターは、自宅療養者の健康
観察において急変しやすい呼吸器系の症状を
把握するために最も重要となる酸素飽和度を
計測する機器であり、すべての自宅療養者へ
配布することとなっている。新型コロナウイルス
陽性者が増加傾向にあり、急増に際して頒布
できる体制を早急に確保する必要がある。
　同社は、企画・運営制作業務などを行ってお
り、本業務を円滑に実施できると判断したた
め。

特命随意契約

141 感染症対策課
複合機による複写サービス
等に関する契約

令和３年４月１日 15,994,000
株式会社
ジムキ文明堂

沖縄県那覇市久米2-4-
14

第167条の２
第１項第６号

　令和２年度４月から同社からレンタルを行っ
てきた複写機について、本課は新型コロナウイ
ルスが収束するまでの暫定的な組織となって
いることから競争入札に付することが困難なた
め。

特命随意契約

142 感染症対策課
複合機による複写サービス
等に関する契約

令和３年６月２８
日

1,727,000
株式会社
サンコー

沖縄県沖縄市安慶田3-
9-32

第167条の２
第１項第６号

新型コロナウィルス感染症陽性者が増え、職
員の増員や資料作成等も大幅に増え、既存の
複写機では追いつかない状況となり1台追加す
ることになった。本課は新型コロナウイルスが
収束するまでの暫定的な組織となっていること
から競争入札に付することが困難なため随意
契約となった。

特命随意契約

143
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業に係る
ＰＣＲ検査委託契約

令和3年4月9日 単価契約 楽天グループ株式会社
東京都世田谷区玉川１－
14－１

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
実施は、衛生検査所として臨時に開設すること
が届け出られた検査機関である必要がある。
　また、検査件数が多量であること、行政検査
等の必要な検査の可能件数は確保する必要
があることから、複数の検査機関で各機関の
処理能力に応じて分担する必要があるため、
検査機関のうち、受託の意向のある左記の者
と契約を締結する。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

144
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業に係る
ＰＣＲ検査委託契約

令和３年４月９日 単価契約
有限会社
ミタカトレード沖縄支社

沖縄県那覇市松山２丁目
２-13

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
実施は、衛生検査所として臨時に開設すること
が届け出られた検査機関である必要がある。
　また、検査件数が多量であること、行政検査
等の必要な検査の可能件数は確保する必要
があることから、複数の検査機関で各機関の
処理能力に応じて分担する必要があるため、
検査機関のうち、受託の意向のある左記の者
と契約を締結する。

特命随意契約

145
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
行政検査検体回収・輸送
業務契約

令和３年５月７日 単価契約
赤帽沖縄県軽自動車運
送協同組合

沖縄県浦添市西洲２－６
－６　１Ｆ

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査の検体
を土日を含めて回収し、決められた時間内に
検査機関まで届けることが可能であり、急なス
ケジュール変更やルート変更に迅速かつ柔軟
に対応可能な輸送体制がある機関、且つ期限
までに見積提出が可能な機関が同社のみで
あったため。

特命随意契約

146
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
行政検査委託契約

令和３年５月26
日

単価契約 沖縄県立宮古病院
沖縄県宮古島市平良字
下里427番地１

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルスの検査を行える機器や設
備のほか、技術的な対応が可能な技術者等が
必要であり、また、保健所との間で検査依頼、
検体搬送、結果報告を迅速に行える体制が求
められる。
　同病院は、宮古地域内において当該条件を
備えており、多数の行政検査を受託できる検
査能力を持つ唯一の施設であるため。

特命随意契約

147
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業に係る
ＰＣＲ検査委託契約

令和３年４月１日 単価契約
学校法人
沖縄科学技術大学院大
学学園

沖縄県恩納村谷茶１９１
９番地１

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
実施は、衛生検査所として臨時に開設すること
が届け出られた検査機関である必要がある。
　また、検査件数が多量であること、行政検査
等の必要な検査の可能件数は確保する必要
があることから、複数の検査機関で各機関の
処理能力に応じて分担する必要があるため、
検査機関のうち、受託の意向のある左記の者
と契約を締結する。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

148
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス(ＳＡＲ
Ｓ-CｏV-２)感染症行政検
査委託契約

令和３年４月１日 単価契約
株式会社
沖縄臨床検査センター

沖縄県那覇市辻１丁目６
番25号

第167条の２
第１項第２号

　 新型コロナウイルス感染症においては、本
県での感染拡大に伴って検査需要が急増し、
同センターに行政検査の一部を委託してきた
が、感染状況が収束しておらず、感染拡大防
止のため検査能力を維持し続けることが必要
であるが、引き続き、同センターと契約すること
で継続的に県内で迅速にＰＣＲ検査を実施でき
る体制を確保できるため。

特命随意契約

149
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス(ＳＡＲ
Ｓ-CｏV-２)感染症検体採
取センター運営委託契約
（※南部地区）

令和３年４月28
日

単価契約
株式会社
沖縄臨床検査センター

沖縄県那覇市辻１丁目６
番25号

第167条の２
第１項第２号

　 検体採取センター運営にあたっては、専門
的な知識や技能を持ち、検体の取り扱いに精
通した人材を有し、検体採取後に円滑に検査
に繫げられる体制を有していることが必要な条
件である。
　 同センターは、衛生検査所として登録されて
いる検査機関であることから、専門的な人材を
有し、県の行政検査を南部地区で受託してい
る唯一の検査機関であるなど、検体採取後の
円滑な検査の実施が可能である、南部地区で
唯一の受託可能な機関であるため。

特命随意契約

150
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス(ＳＡＲ
Ｓ-CｏV-２)感染症行政検
査委託契約

令和３年４月１日 単価契約
株式会社
ＡＶＳＳ

長崎県長崎市若葉町１番
22号

第167条の２
第１項第２号

　 新型コロナウイルス感染症においては、本
県での感染拡大に伴って検査需要が急増し、
同社に行政検査の一部を委託してきたが、感
染状況が収束しておらず、感染拡大防止のた
め検査能力を維持し続けることが必要である
が、引き続き、同社と契約することで継続的に
県内で迅速にＰＣＲ検査及び抗原定量検査に
対応できる体制を確保できるため。

特命随意契約

151
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業に係る
ＰＣＲ検査委託契約

令和３年４月10
日

単価契約
株式会社
沖縄環境保全研究所

沖縄県うるま市字州崎７
－１１

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
実施は、衛生検査所として臨時に開設すること
が届け出られた検査機関である必要がある。
　また、検査件数が多量であること、行政検査
等の必要な検査の可能件数は確保する必要
があることから、複数の検査機関で各機関の
処理能力に応じて分担する必要があるため、
検査機関のうち、受託の意向のある左記の者
と契約を締結する。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

152
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業に係る
ＰＣＲ検査委託契約

令和３年４月９日 単価契約
株式会社
ＡＶＳＳ

長崎県長崎市若葉町１番
22号

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
実施は、衛生検査所として臨時に開設すること
が届け出られた検査機関である必要がある。
　また、検査件数が多量であること、行政検査
等の必要な検査の可能件数は確保する必要
があることから、複数の検査機関で各機関の
処理能力に応じて分担する必要があるため、
検査機関のうち、受託の意向のある左記の者
と契約を締結する。

特命随意契約

153
ワクチン接種等
戦略課

令和３年度新型コロナウイ
ルスＰＣＲ検査強化事業検
体回収・輸送業務委託契
約

令和３年４月９日 4,907,100
赤帽沖縄県軽自動車運
送協同組合

沖縄県浦添市西洲２－６
－６　１Ｆ

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査の検体
を土日を含めて回収し、決められた時間内に
検査機関まで届けることが可能であり、急なス
ケジュール変更やルート変更に迅速かつ柔軟
に対応可能な輸送体制がある機関、且つ期限
までに見積提出が可能な機関が同社のみで
あったため。

特命随意契約

154
ワクチン接種等
戦略課

沖縄県エッセンシャルワー
カー等ワクチン接種加速化
事業委託契約

令和３年７月15
日

576,891,816
株式会社
琉球光和

沖縄県那覇市西１丁目２
番16号

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルスによる感染症対策として
ワクチン接種を加速させることを目的としてい
る。
　数量に限りがあり、取扱について注意を要す
るワクチンを確実に扱うことができ、かつ相当
数の対象者に円滑に接種できる体制を構築す
ることのできる業者を企画公募の上、選定され
たため。

155
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス(ＳＡＲ
Ｓ-CｏV-２)感染症行政検
査委託契約

令和３年５月28
日

単価契約
株式会社
沖縄環境保全研究所

沖縄県うるま市字州崎７
－１１

第167条の２
第１項第２号

　 新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
を実施するには、衛生検査所として臨時に開
設することが届け出られた検査機関である必
要がある。
　 県内には、７機関あるが、検査件数が多数と
なることが見込まれることから、一機関に集中
することは適切でなく、複数の検査機関で各機
関の処理能力に応じて分担する必要があるた
め。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

156
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業に係る
ＰＣＲ検査委託契約

令和３年４月９日 単価契約
株式会社
沖縄臨床検査センター

沖縄県那覇市辻１丁目６
番25号

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
実施は、衛生検査所として臨時に開設すること
が届け出られた検査機関である必要がある。
　また、検査件数が多量であること、行政検査
等の必要な検査の可能件数は確保する必要
があることから、複数の検査機関で各機関の
処理能力に応じて分担する必要があるため、
検査機関のうち、受託の意向のある左記の者
と契約を締結する。

特命随意契約

157
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業に係る
ＰＣＲ検査委託契約

令和３年４月９日 単価契約
一般財団
法人沖縄県環境科学セ
ンター

沖縄県浦添市字経塚720
番地

第167条の２
第１項第２号

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
実施は、衛生検査所として臨時に開設すること
が届け出られた検査機関である必要がある。
　また、検査件数が多量であること、行政検査
等の必要な検査の可能件数は確保する必要
があることから、複数の検査機関で各機関の
処理能力に応じて分担する必要があるため、
検査機関のうち、受託の意向のある左記の者
と契約を締結する。

特命随意契約

158
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス(ＳＡＲ
Ｓ-CｏV-２)感染症行政検
査委託契約

令和３年６月７日 単価契約
国立大学
法人琉球大学

沖縄県西原町字千原１番
地

第167条の２
第１項第２号

 　本業務は、新型コロナウイルス（SARS-
CoV-2）の変異検出を行うための検査機器や
設備のほか、専門的な人材が必要である。ま
た、変異株検査については、直接的に診療と
は関係がないため、通常の医療機関では実施
が難しい。同大学病院は、検査機器や設備、
人材を有しており、かつ、研究機関でもあること
から直接診療に繋がらない当該検査の実施が
可能となるため。

特命随意契約

159
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス(ＳＡＲ
Ｓ-CｏV-２)感染症行政検
査委託契約（※学校ＰＣＲ）

令和３年５月28
日

単価契約
一般財団法人
沖縄県環境科学センター

沖縄県浦添市字経塚720
番地

第167条の２
第１項第２号

　 新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
を実施するには、衛生検査所として臨時に開
設することが届け出られた検査機関である必
要がある。
　 県内には、７機関あるが、検査件数が多数と
なることが見込まれることから、一機関に集中
することは適切でなく、複数の検査機関で各機
関の処理能力に応じて分担する必要があるた
め。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

160
ワクチン接種等
戦略課

令和３年度沖縄県ワクチン
接種促進事業委託契約

令和３年５月28
日

312,346,151
株式会社
日本旅行沖縄

沖縄県那覇市久茂地３丁
目21番地１号

第167条の２
第１項第５号

　 新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査
を実施するには、衛生検査所として臨時に開
設することが届け出られた検査機関である必
要がある。
　 県内には、７機関あるが、検査件数が多数と
なることが見込まれることから、一機関に集中
することは適切でなく、複数の検査機関で各機
関の処理能力に応じて分担する必要があるた
め。

特命随意契約

161
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
に係る地域外来・検査セン
ターの設置・運営委託契約
（浦添地区）

令和３年４月１日 15,880,451
一般社団法人
浦添市医師会

沖縄県浦添市伊祖３－３
－１

第167条の２
第１項第２号

　地域における検査センターの運営に当たって
は、地域の医療資源の効率的利用や保険診
療の実務的知識、感染症に関する医学的知
見、感染症指定医療機関等との迅速かつ適切
な連携等が不可欠となっており、浦添地区にお
いて、運営を円滑に実施できる団体は一般社
団法人浦添市医師会のみであるため。

特命随意契約

162
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
に係る地域外来・検査セン
ターの設置・運営委託契約
（八重山地区）

令和３年４月１日 3,547,294
医療法人
上善会かりゆし病院

沖縄県石垣市字新川
2124

第167条の２
第１項第２号

　地域における検査センターの運営に当たって
は、地域の医療資源の効率的利用や保険診
療の実務的知識、感染症に関する医学的知
見、感染症指定医療機関等との迅速かつ適切
な連携等が不可欠となっており、八重山地区に
おいて、運営を円滑に実施できる団体は医療
法人上善会かりゆし病院のみであるため。

特命随意契約

163
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
ＰＣＲ検査強化事業（那覇
地区緊急検査業務）

令和3年4月1日 単価契約
有限会社
ミタカトレード沖縄支社

沖縄県那覇市松山２丁目
２-13

第167条の２
第１項第２号

及び５号

　新型コロナウイルス感染症の感染急拡大を
防ぐため、飲食店が集中する那覇市松山地区
において飲食店従業員がＰＣＲ検査を受けるこ
とができる体制を構築するためには、同地区内
で検査をできる左の検査機関に緊急的に委託
する必要があったため。

164
ワクチン接種等
戦略課

新型コロナウイルス感染症
変異株スクリーニング検体
回収・輸送業務委託契約

令和3年4月16日 単価契約
赤帽沖縄県軽自動車運
送協同組合

沖縄県浦添市西洲２－６
－６　１Ｆ

第167条の２
第１項第６号

　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査の検体
を土日を含めて回収し、決められた時間内に
検査機関まで届けることが可能であり、急なス
ケジュール変更やルート変更に迅速かつ柔軟
に対応可能な輸送体制がある機関が同社の
みであったため。

特命随意契約



保健医療部における随意契約の実績（令和３年度１／四半期分）
単位：円

No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方自治法

施行令（根拠）
契約の相手方の選定理由 その他

165
ワクチン接種等
戦略課

労働者派遣基本契約（新
型コロナウイルス感染症Ｐ
ＣＲ検査強化事業）

令和3年5月6日 単価契約
株式会社
りゅうせきフロントライン

沖縄県浦添市勢理客4-
20-1

第167条の２
第１項第６号

　左記の者は当該事業に係る派遣実績があ
り、最も効果的かつ経済的に事業実施を行うた
めには、左記の者に委託することが必要であっ
たため。


